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■	 大洋州

オーストラリア
アブラ鉛鉱山開発事業に対する融資
日本企業による長期、安定的な鉛精鉱の確保を支援

JBICは、東邦亜鉛（株）との間で、西オーストラリア州に位置するアブラ鉛鉱山の開発を
対象とした貸付契約に調印しました。本件は、東邦亜鉛のオーストラリア法人であるCBH 
Resources Limitedが、オーストラリア法人Abra Mining Pty Limited（AMPL）への出
資を通じて、アブラ鉛鉱山を開発するために必要な長期資金を融資するものです。
東邦亜鉛は、本鉱山で生産される鉛精鉱等のうち、AMPLへの出資比率（40％）相当を
引き取り、日本の製錬所等へ供給する予定です。
鉛は、電気自動車を含む自動車用バッテリーに必須であるなど、日本にとって必要不可
欠な金属資源です。日本は鉛精鉱の全量を海外からの輸入に依存しているため、長期安定
的な鉛資源の確保は重要な課題です。本件は、日本企業が権益を有する海外の鉛鉱山の
開発および長期安定的な鉛精鉱の確保を支援するものです。
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■	 ヨーロッパ

ロシア
ロシア開発対外経済銀行向け輸出クレジットラインに基づく個別貸付契約を締結
日本企業によるロシア向け温室野菜栽培施設関連機器輸出を支援

JBICは、ロシアの政府系金融機関であるロシア開発対外経済銀行（State Development 
Corporation VEB.RF： VEB）との間で、2019年6月に設定した輸出クレジットライン（注1）に基づく
個別貸付契約を締結しました。
本件は、ロシア法人Sayuri LLCがロシア・サハ共和国ヤクーツク市にて実施する温室野菜栽培事

業について、温室栽培施設の建設のための機器を北海道総合商事（株）から購入するための資金を、
VEBを通じて融資するものです。
ロシアでは、日本と地理的に近い極東地域を中心に、国民生活水準の向上に資する医療、都市イ

ンフラ等の分野を中心に多くのビジネス機会が見込まれており、日本企業は自社製品の輸出先とし
て関心を寄せています。本融資は、日本企業による温室野菜栽培施設に関連する機器の輸出を支援
するものであり、ロシアの農業分野における日本企業のビジネス機会の創出に貢献するものです。

イタリア
CKホールディングス（株）によるイタリア法人Magneti Marelli S.P.A.の買収資金を融資
自動車部品業界における日本企業の海外M&Aを支援

JBICは、CKホールディングス（株）（注2）（CKHD）によるイタリア法人Magneti Marelli 
S.p.A.（MM）の買収に必要な資金の貸付に関し、関連諸契約を締結しました。
CKHDは、自動車のサーマル製品や排気システム等を生産する総合自動車部品メーカーであるカ

ルソニックカンセイ（株）（CK）（注3）を傘下に有する持株会社です。MMは自動車部品メーカーであ
り、特に自動運転に関して高い技術を有しています。CKは本件買収を通して、MMの技術並びに
MMが欧州に持つ製造拠点および顧客の獲得を行うことで、CASE（注4）対応を中心とした自動車部
品業界の再編に対応し、世界有数のグローバルサプライヤーとしてさらなる成長を目指しています。
本融資は、CKのこうした海外事業展開を支援するものであり、日本企業による海外でのM&Aに
必要な長期外貨資金を供給することで、日本企業の海外における事業拡大や新たな事業展開を支
援するものです。

ドイツ� 「成長投資ファシリティ」案件

レンゴー（株）によるドイツ法人の株式取得資金に対する融資
日本企業の海外M&Aを支援

JBICは、レンゴー（株）との間で、レンゴーの連結子会社である香港法人Tri-Wall Limited
（TW）によるドイツ法人TRICOR Packaging & Logistics AG（TR）およびGutmann 
Anlagentechnik GmbH（GM）買収に必要な資金の一部に関する貸付契約を締結しました。
TRは、ヨーロッパで3位、ドイツで2位のシェアを占める重量物包装メーカーです。また、GMは高

い技術開発力を持つ製造機械メーカーです。重包装事業にとって、自動車産業は重要な顧客グ
ループであり、同産業が盛んなドイツは重要な市場です。レンゴーは本買収を通じ、TRが有する梱
包材に係る製品技術やドイツ国内の営業基盤等を獲得し、重包装事業の中核会社であるTWの
既存の営業基盤と併せて活用することで、ヨーロッパ全体での事業拡大を目指しています。
JBICは、日本企業による海外でのM＆Aに必要な長期資金を供給することで、日本企業の海外

における事業拡大や新たな事業展開を支援していきます。

（注1）	輸出金融の一形態であり、日本からの設備等の輸出を促進するため、あらかじめ一定金額の融資枠を設けておくもの。
（注2）	 2019年5月2日の本件買収の完了に伴い、同日付でCKHDはマニエッティ・マレリCKホールディングス株式会社に商号変更。その後、2020年4

月1日付でマレリホールディングス株式会社に商号変更。
（注3）	 2019年10月1日付でマレリ（株）に商号変更。
（注4）	接続性（Connected）、自動運転（Autonomous）、共有（Shared）および電動化（Electric）の頭文字。
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■	 ヨーロッパ

アイルランド
航空機リース会社SMBC Aviation Capital Limitedに対する融資
日本の航空機リース産業の海外事業展開を支援

JBICは、三井住友ファイナンス＆リース（株）および（株）三井住友銀行が出資するアイル
ランド法人SMBC Aviation Capital Limited（SMBCAC）との間で、貸付契約を締結しま
した。本融資は、SMBCACが、2024年3月までに調達予定の航空機を購入するために必
要な資金に充てられるものです。
SMBCACは、2019年10月時点において世界第5位の保有・管理機体数を有する航空
機リース会社です。SMBCACは、保有・管理機体数のさらなる拡大を通じて、同社の航空機
リース業界における競争優位性を確保し、今後の航空機需要を取り込むことを目指してい
ます。本融資は、このようなSMBCACの取り組みを金融面から支援するものです。

欧州復興開発銀行と業務協力のための覚書を締結
地球環境保全およびイノベーション促進等に関する協力の強化

JBICは、欧州復興開発銀行（European Bank for Reconstruction and Development： EBRD）との間で、地球環境保全およびイノ
ベーション促進を含む両機関の協力強化に向けた覚書を締結しました。
JBICは、2018年7月に創設した「質高インフラ環境成長ファシリティ（QI-ESG）」等に基づき、環境分野への取り組みを強化しています。
EBRDも、環境分野に関連した投融資であるGreen Investmentを2020年に承諾額の40％にすることを目標とし、中東欧、中央アジアお
よび北アフリカ地域等において、数多くの実績を有しています。JBICは、本覚書の締結により、こうした地域での地球環境保全に向けた協調
融資等の追求を一層強化していきます。
JBICは、日本の公的機関として、国際金融機関とも緊密に連携し、日本企業の事業機会創出およびビジネス促進を金融面から支援して

いきます。

地
域
別
の
業
務
実
績
事
例

２
０
１
９
年
度
の
業
務
実
績
事
例

3

2

57株式会社 国際協力銀行  /  年次報告書 2020



トルコ
トルコにおける自動車専用ターミナル運営事業に対する融資
物流インフラ事業の海外展開を支援

JBICは、日本郵船（株）がトルコの有力企業グループの1つであるOYAK傘下企業と共
に出資するトルコ法人OYAK NYK Ro-Ro Liman Isletmeleri A.S.（OYAK NYK Ro-Ro 
Port）との間で、貸付契約を締結しました。本融資は、OYAK NYK Ro-Ro Portが行う、コ
ジャエリ県キョルフェズ区における自動車専用ターミナルの建設・運営事業に必要な資金
に充てられます。
日本郵船は、自動車の海上輸送部門において、船舶輸送のみならず世界各国でターミナ

ル運営事業に取り組んでいます。トルコは、自動車の製造・輸出拠点として世界的に注目さ
れており、今後も同国における自動車生産は堅調に増加する見込みです。本件は、需要が
高まる自動車専用ターミナルの建設・運営事業を支援するものであり、日本郵船の船舶輸
送事業との連携を活かした同社の海外事業展開に寄与するものです。

アラブ首長国連邦（UAE）
ドバイ法人Dar Alhai Trading FZE向け輸出クレジットライン設定
日本企業による建設機械等の輸出を支援

JBICは、UAEドバイ首長国法人Dar Alhai Trading FZE（DAHT）との間で、輸出クレ
ジットライン設定のための貸付契約を締結しました。本件は、DAHTが、日本企業より建設
機械等を購入するために必要な資金を融資するものです。
DAHTは、自動車・建設機械等の輸入・販売・リース事業等を行う民間企業です。DAHT

は、日本の建設機械等の購入実績があり、今後も購入を継続する意向を有しています。本
件は、JBICがDAHTに対しクレジットラインを設定し、日本企業によるDAHT向け建設機
械等の販売を継続的に支援するものです。なお、本件はJBICにとってドバイ首長国の民間
企業に対する初めての融資となりました。

■	 中東

カタール� 「質高インフラ環境成長ファシリティ」案件

Facility D天然ガス火力発電・淡水化事業に対するプロジェクトファイナンス
日本企業による海外IWPP事業を支援

JBICは、カタール法人Umm Al Houl Power（UHP）との間で、Facility D天然ガス火
力発電・淡水化事業の増設プロジェクトを対象として、プロジェクトファイナンスによる貸付
契約を締結しました。
三菱商事(株)および(株)JERAが、カタール石油公社、カタール発電造水会社およびカ

タール財団と共に設立したUHPは、カタールの首都ドーハ南方に天然ガス焚き複合火力発
電・淡水化プラントを保有しています。本件は、淡水化プラントを増設のうえ、既設プラント
と一体として運営し、完工後25年間にわたりカタール電力・水公社に売水するものです。
カタールでは、経済発展等を背景に、水需要が増加傾向にあります。本プロジェクトでは
日本企業の逆浸透膜方式の淡水化設備が採用される予定です。日本企業が有する環境技
術を活用しつつ、同国の主要な水供給源として重要な役割を果たすことが期待されます。
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モロッコ� 「質高インフラ環境成長ファシリティ」案件　「JBICアフリカ貿易投資促進ファシリティ（FAITH3）」案件

タザ陸上風力発電事業に対するプロジェクトファイナンス
日本企業によるアフリカの再生可能エネルギー発電
事業への参画を支援

JBICは、三井物産（株）がフランス法人EDF Renouvelablesとともに設立したモロッコ
法人Parc Eolien de Taza SA（PETS）との間で、モロッコのタザ陸上風力発電事業を対
象として、プロジェクトファイナンスによる貸付契約を締結しました。本件は、PETSがモロッ
コ北部のタザ州において、陸上風力発電所を建設・所有・運営し、完工後20年にわたり、モ
ロッコ電力・水公社に売電するものです。本件は、JBICとして初のモロッコ向け再生可能エ
ネルギー発電事業案件です。
モロッコでは、発電容量に占める再生可能エネルギー比率を2030年までに52%とする
目標を掲げており、本件は、こうした同国政府の電力政策にも沿うものです。また、日本企
業にとって事業経験の少ないアフリカでの再生可能エネルギー事業を支援することを通
じ、同分野における日本企業の国際競争力の維持・向上にも資するものです。

■	 アフリカ

アフリカ地域� 「JBICアフリカ貿易投資促進ファシリティ（FAITH3）」案件

アフリカの地域開発金融機関に輸出クレジットラインを設定
日本企業による機械・設備等の輸出を支援

JBICは、東部南部アフリカ貿易開発銀行（Eastern and Southern African Trade 
and Development Bank: TDB）との間で、輸出クレジットライン設定のための一般協定
書を締結しました。本件は、サブサハラ・アフリカ地域を中心とする22カ国の事業者が、日
本企業および日系海外法人から機械・設備等を輸入するための資金を、TDBを通じて融資
するものです。
また、アフリカ輸出入銀行（The African Export-Import Bank: Afrexim）との間でも、
輸出クレジットライン設定のための一般協定書を締結しました。アフリカ地域のAfrexim加
盟国（51カ国）の事業者が、日本企業および日系海外法人から機械・設備等を輸入するた
めの資金を、Afreximを通じて融資するものです。
アフリカ地域では、経済開発に必要な機械・設備等の需要が一層増大すると見込まれて
います。JBICは、日本とアフリカ地域間の一層の経済関係強化に向けて、これらのクレジッ
トラインを通じて、同地域への日本企業および日系海外法人の輸出拡大を金融面から支援
します。
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アメリカ� 「成長投資ファシリティ」案件

東京センチュリー（株）による米国大手航空機リース会社の持分取得資金を融資
成長投資ファシリティにより、日本企業の海外M&Aを支援

JBICは、東京センチュリー（株）との間で、同社が米国の大手航空機リース会社である
Aviation Capital Group LLC（ACG）の持分を取得するための資金の一部についての融
資契約を締結しました。
東京センチュリーは、航空機関連事業を今後の注力分野として位置付けており、2017年

から2019年にかけてACGへの出資比率を24.5%まで引き上げてきました。今般、ACGの
完全子会社化により、東京センチュリーグループにおける航空機ファイナンス事業と、航空
機部品・サービス事業、エンジンリース事業等、他の航空機関連事業とのシナジーを高めて、
航空機マーケット全体の成長を取り込むことで、収益機会の拡大を目指しています。
本融資は、日本企業による海外でのM&Aに必要な長期外貨資金を供給することで、日
本企業の海外における事業拡大や新たな事業展開を支援するものです。

アメリカ
テキサス州政府との協力文書を締結
テキサス州における日本企業の多角的なビジネス展開を支援

JBICは、米国テキサス州政府との間で、協力文書を締結しました。本協力文書は、エネ
ルギー、モビリティ、デジタル連結性、防災、および水事業等を含む幅広い分野で、日本企
業の投資等を通じたビジネスを一層促進すべく、テキサス州との協力関係の強化を目指
すものです。
全米第2位の人口・GDP規模を有する大経済圏を構成するテキサス州は、市場規模や
税制面等に代表される優れたビジネス環境や、米国内・中南米市場へのアクセスが容易
な地理的環境等を背景に、今後も日本企業の積極的なビジネス展開が見込まれていま
す。すでに、日本企業も多数テキサス州に進出しており、JBICは、これまでも日本企業によ
る資源開発関連プロジェクト等への支援を行ってきました。今般、エネルギー効率化、新エ
ネルギーを含むエネルギー分野、モビリティ、防災といった新たな事業領域も含む多角的
な協力関係を構築することで、テキサス州でのビジネス展開を目指す日本企業の活動を
一層促進する効果が期待されます。

■	 北米
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チリ
ケブラダ・ブランカ銅鉱山開発事業に対する融資
日本による長期、安定的な銅精鉱の確保を支援

JBICは、ケブラダ・ブランカ銅鉱山の開発を対象に、チリ法人Compañía Minera 
Teck Quebrada Blanca S.A.（CMTQB）との間で、プロジェクトファイナンスによる貸
付契約を締結しました。また、住友金属鉱山（株）と住友商事（株）との間でも、それぞれ貸
付契約を締結しました。
これらの融資は、カナダ法人Teck Resources Limited、住友金属鉱山、住友商事お
よびチリ法人Empresa Nacional de Minería（ENAMI）が出資しているCMTQBが、
チリ第I州に所在するケブラダ・ブランカ銅鉱山を開発するために必要な長期資金に充て
られます。
銅は、日本の産業にとって必須の金属資源です。日本は、銅地金の原料である銅精鉱の
全量を、海外からの輸入に依存しており、長期安定的な銅資源の確保は喫緊の課題です。
本件は、日本企業が出資参画する銅鉱山の開発および長期安定的な銅精鉱の確保を支
援するものです。

ブラジル
貨物鉄道事業に対する融資
物流インフラ事業の海外展開を支援

JBICは、ブラジル法人VLI Multimodal S.A.（VLI Multimodal）との間で、貸付契約
を締結しました。本融資は、三井物産（株）がブラジル法人Vale S.A.（Vale）等と共に出資
するブラジル法人VLI S.A.（VLI）が行う、ブラジル国内における貨物輸送事業に対するも
のであり、融資資金は、VLIがその子会社であるVLI Multimodalを通じて行う既往貨物
鉄道路線における設備の更新に充てられます。
ブラジルでは、鉄道輸送網が、穀物や肥料、製鉄原料や鉄鋼製品等の一般貨物の輸送

において、重要な役割を担っています。本件は、VLIが事業権を有する貨物鉄道路線の整
備を通じ、その輸送能力向上を支援するものであり、日本企業の物流インフラ事業の国際
競争力の維持・向上に貢献するとともに、ブラジルにおける物流コストの改善にもつなが
るものです。

■	 中南米
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JBICでは、さまざまな業種の中堅・中小企業の皆さまの海外事業展開のお手伝いをしています。

 中国 

堅田電機株式会社（滋賀県）
プリント基板の製造・販売事業

　家電製品や産業、OA機器等に用いられるプリント基板
の製造・販売を手掛ける。2005年に中国・江蘇省に
KATATA ELECTRIC (KUNSHAN) CO., LTD.（KEK）を
製造拠点として設立し、中国における事業拡大を推進。
KEKの工場増設を通じてプリント基板の品質および生産効
率の向上を目指す。JBICはKEKに対して、プリント基板の製
造工場の増設に必要な資金を融資。

 インドネシア � 「成長投資ファシリティ」案件

新興工業株式会社（岡山県）
自動車部品の製造・販売事業

　プロペラシャフトやトランスミッション等をはじめとするさ
まざまな自動車部品の製造・販売を手掛ける。JBICは、新興
工業のインドネシア法人PT .  SH INKO  KOGYO 
INDONESIA（PT. SKI）に対し、自動車部品の製造・販売事
業に必要な資金をインドネシア・ルピア建てで融資。
　新興工業は、PT.SKIの製造設備の増設を通じて、経済成
長を続けるインドネシアにおけるさらなる市場シェアの獲得
を目指す。

 インドネシア � 「成長投資ファシリティ」案件

株式会社東陽（愛知県）　
工作機械・工具の販売・加工事業

　機械工具・工作機械等の卸販売や加工・研磨を手掛ける。
2011年にインドネシアに営業基盤獲得を目的として
PT.Precision Tools Service Indonesia（PTSI）を設立。
東陽は、経済成長に伴う機械工具・工作機械等の需要拡大
が見込まれるインドネシアにおいて、さらなる販売・加工事
業の拡大を目指す。JBICは東陽に対して、PTSIの事業に必
要な資金を融資。

 インドネシア � 「成長投資ファシリティ」案件

親和パッケージ株式会社（兵庫県）
コンテナ輸送用容器の製造・販売事業

　自動車・建機・産業機器・半導体等の輸送に使われるス
チール製コンテナ梱包材の製造・販売を手掛ける。これま
で、タイやインドネシアで海外事業を展開。JBICは、親和
パッケージのインドネシア法人PT. SHINWA PACKAGE 
INDONESIA（SPI）に対し、製造設備の増設資金をインドネ
シア・ルピア建てで融資。親和パッケージは、SPIへの設備投
資を通じて、インドネシアにおけるさらなる市場シェアの獲
得を目指す。
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 ラオス 

株式会社三鈴（滋賀県）
電線用導体の製造・販売事業

　家電製品全般、太陽光発電パネル用厚メッキ平角線、ロ
ボットケーブル、胃カメラの内視鏡用のケーブル等に幅広く
利用される各種電線用導体の製造・販売を手掛ける。三鈴グ
ループはASEANの市場シェアをさらに取り込むため、ラオス
法人MISUZU LAO Co., Ltd.（MS-LAO）の生産設備の増
設を決定。JBICは三鈴に対して、MS-LAOの製造設備の増
設・増産に必要な資金を融資。

 タイ 

株式会社ヤマト（岩手県）　
飲食店事業および食肉加工業

　岩手県および宮城県を中心に焼肉店「焼肉・冷麺ヤマト」
を展開。都市部を中心に日本食が普及するタイにおいて
YAMATO (THAILAND) CO., LTD.（YMT）を設立、日本
産の食材を活かした焼肉事業と現地の飲食店向け食肉加
工事業の拡大を目指す。JBICはYMTに対して、事業展開に
必要な資金を融資。資金は冷蔵関連設備の増強等に充て
られる。本融資は、JBICにとり、岩手県に本社を置く中堅・
中小企業の海外事業展開に対する初めての支援。

 フィリピン 

株式会社バイオテックジャパン（新潟県）
包装米飯の製造・販売事業

　植物性乳酸菌の発酵技術を活かした低たんぱく食品（米
飯、パン）の製造・販売を行う。米飯を主食とするフィリピン
では、都市部を中心に包装米飯の潜在的ニーズが上昇。ま
た、生活習慣病の治療食として、低たんぱく米が注目されて
いる。バイオテックジャパンは独自の発酵・熟成技術により、
長粒種米の低たんぱく米を開発し、フィリピンにBIOTECH 
JP CORP.（BTJP）を設立。JBICはBTJPに対し、製造工場
の新設資金を融資。

 タイ � 「成長投資ファシリティ」案件

ハクゾウメディカル株式会社（大阪府）
医療機器・衛生材料の製造・販売事業

　医療機器・衛生材料等を製造・販売する。経済成長ととも
に医療ニーズが高まる東南アジア諸国における市場シェア
の獲得を目指して、2018年、タイにHakuzo Medical 
Asia Co., Ltd.（HMAC）を設立。JBICはハクゾウメディカ
ルに対し、HMACの医療機器・衛生材料の製造・販売事業
に必要な資金を融資。資金は現地での工場建設資金に充て
られる。
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 ベトナム 

日精テクノロジー株式会社（兵庫県）　
光学部品および精密部品の製造・販売事業

　光学製品・精密プラスチック製品の製造・販売を手掛けて
おり、近年はスマートフォン向けのプラスチックレンズ等を
主力製品として提供。2006年にベトナムにNISSE I 
TECHNOLOGY (VIETNAM) LTD.（NTV）を設立、ベト
ナムを含むアジア諸国での事業拡大を目指す。JBICは
NTVに対して、工場建設および生産設備の増設に必要な
資金を融資。

 インド 

ミヤマ電器株式会社（東京都）　
自動車部品の製造・販売事業

　自動車に搭載される車内照明用のスイッチ等の自動車
部品の製造・販売を手掛ける。2019年に、海外における営
業基盤獲得を目指して、インドにMIYAMA ELECTRIC 
INDIA PRIVATE LIMITED（MEIP）を設立。インドの経済
成長に伴う自動車市場の拡大を背景に、ミヤマ電器は
MEIPを通じた事業拡大を目指す。JBICはミヤマ電器に対
して、MEIPの現地工場新設に必要な資金を融資。

 ベトナム 

日本コルマーホールディングス株式会社
（大阪府）　
化粧品の受託製造事業

　主に化粧品のODM・OEM（注）を手掛ける。東南アジア諸
国において化粧品の需要拡大が見込まれる中、2018年、ベ
トナムにKOLMAR VIETNAM CO., LTD.（KVCL）を設
立。東南アジア諸国へ進出する化粧品ブランドメーカーか
らのODM・OEM受注を目指す。JBICはKVCLに対して、化
粧品の製造工場新設に必要な資金を融資。

（注）�ODM（Original Design Manufacturing）は、受託者が製品の企画・設
計から製造まで行ったうえで委託者に製品を供給する事業モデル。OEM
（Original Equipment Manufacturing）は、委託者が製品の企画・設計
を行い、受託者に詳細な図面の送付や技術指導を行い、製造を委託する事
業モデル。

 ベトナム 

米澤器械工業株式会社（大阪府）
金属製家具部品の製造・販売事業

　主に薬局や医療現場で使用される調剤棚や薬品棚、ステ
ンレスワゴンなどの金属製家具部品の製造・販売を手掛け
る。米澤器械工業は、ベトナムに現地法人YONEZAWA 
TOOL MFG. VIETNAM CO., LTD.（YTV）を設立し、今
後も成長が見込まれるASEAN市場への進出を目指す。
JBICは米澤器械工業に対して、YTVが行う金属製家具部
品の製造・販売事業に必要な資金を融資。
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 メキシコ 

株式会社ヌカベ（群馬県）　
自動車部品等の製造・販売事業

　自動車部品や輸送用機械・器具等の製造・販売を手掛け
る。北米市場向け四輪自動車関連の生産拡大が期待され
るメキシコにおいて、NUKABE MEXICANA S.A. DE 
C.V.（NKBM）を設立。NKBMを通じて海外での自動車部
品等の生産拡大を目指す。JBICはNKBMに対して、自動車
用部品等の製造・販売事業に必要な資金を融資。資金は製
造設備の購入資金に充てられる。

 インド 

株式会社武井工業所（茨城県）　
プレキャストコンクリート製品の製造・販売事業

　プレキャストコンクリート製品の製造・販売を手掛ける。イ
ンドでのインフラ整備需要に伴う製品ニーズを見込み、同
社が出資する株式会社日本アクシスインベストメント（JAI）
が2019年にインド法人FUJI INFRASTRUCTURE 
TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED（FIT）を設立。武
井工業所は、FITを通じてインドでの事業拡大を目指す。
JBICはJAIに対して、FITが行うプレキャストコンクリート製
品の製造・販売事業に必要な資金を融資。資金は工場の新
設に充てられる。

 メキシコ � 「成長投資ファシリティ」案件

内山工業株式会社（岡山県）　
自動車部品の製造・販売事業

　工業用ゴム製品メーカーで、主に自動車用ベアリング
シールおよびガスケットの製造・販売を手掛ける。2018年
にメキシコにUCHIYAMA MANUFACTURING DE 
YUCATAN S. A. DE C. V.（UMY）を設立、米州地域の自
動車市場におけるさらなる事業拡大を目指す。JBICは、内
山工業に対してUMYの自動車部品の製造・販売事業に必
要な資金を融資。資金は工場建設資金に充てられる。
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　JBICは、日本板硝子（株）の米国法人NSG Glass North America, Inc.（NSG GNA）およびベトナム法人NSG Vietnam 
Glass Industries, Ltd.（VGI）との間で、それぞれ貸付契約を締結しました。本件は、NSG GNAおよびVGIが実施する太陽光パ
ネル用透明導電膜ガラス（TCOガラス）の製造・販売事業に必要な資金を融資するものです。
　日本板硝子は、薄膜太陽光モジュールの世界的メーカーである米国ファーストソー
ラー社（FS社）と長期供給契約を締結しています。薄膜太陽光モジュールの需要が世
界的に拡大する中、日本板硝子は、FS社の高機能モジュールの増産に対応するた
め、NSG GNAによる新工場設立およびVGIが保有する既存工場内の製造ライン改
修を通じて、その基幹部品であるTCOガラスの供給体制を確立することを目指して
います。
　本融資は、太陽光発電事業に不可欠な基幹部品の供給を支援することを通じて、
地球環境の保全に貢献するものです。

　JBICは、アンデス開発公社（Corporación Andina de Fomento： CAF）との間で、クレジットラインを設定しました。
　本クレジットラインは、地球環境保全業務（GREEN）の一環として、中南米地域のCAF加盟国における水供給、水質汚染防止およ
び配電網の増設等の環境関連事業に必要な資金を、CAFを通じて融資するものです。これは、2011年、2016年に続く第3号案件
となりました。
　CAFは中南米諸国を中心とする19カ国（注1）の加盟国等により出資構成される地域開発機関であり、中南米地域の経済統合、経
済発展および貿易金融の促進等を目的としています。JBICとCAFは、1975年以降、中南米地域のインフラプロジェクトや日本から
中南米地域向けの機器等の輸出、同地域における産業投資、輸出振興等に対する融資を通じて、40年以上にわたり緊密な協力関
係を築いてきました。環境分野を対象とする本融資は、こうした両機関の連携を一層深めるものです。

（注1）	 �CAF加盟国：アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、コロンビア、エクアドル、パナマ、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、
ベネズエラ・ボリバル、バルバドス、チリ、コスタリカ、スペイン、ジャマイカ、メキシコ、ドミニカ共和国、ポルトガル（2019年12月末時点）

先進国、開発途上国を問わず、地球環境保全と経済発
展の両立を図ることが世界共通の課題として認識される
中、環境の保全・改善につながるようなプロジェクトの実
施が世界的にも期待されています。
この分野においては、エネルギー効率の改善を図る省
エネ事業、太陽光発電や風力発電をはじめとする再生可
能エネルギー事業、CO2排出量を低減できる高効率・高
性能の石炭火力発電事業や天然ガス焚のコンバインドサ
イクル発電事業、渋滞や大気汚染の緩和に資する鉄道な

どの都市交通事業、ITを活用して電力の効率的な供給を
図るスマートグリッド事業や環境都市の実現を図るエコ
シティ事業など、さまざまな取り組みが世界中で進みつ
つあります。
こうした中、JBICは、個別のプロジェクトにおける環境・
社会面での配慮はもちろんのこと、地球温暖化対策をは
じめとして、地球環境の保全・改善に資するプロジェクト
への支援を実施しています。

環境保全・改善プロジェクトへの支援

日本企業が実施する太陽光パネル用	 �
板ガラス製造・販売事業に対する融資	 「質高インフラ環境成長ファシリティ」案件

地球環境保全業務の下でのアンデス開発公社に対する	 �
第3次クレジットラインの設定	 「成長投資ファシリティ」案件
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地球環境の保全、低炭素社会の実現等に向けて、世
界各地で環境関連プロジェクトの実施が期待される中、
JBICは外国政府や政府機関、日本の自治体等、国内外
の関係者との連携も深めつつ、この分野での日本企業の

海外事業展開や各国政府等の取り組みを、ファイナンス
面のみならず、セミナー開催やイベントへの参加等も通
じ、情報共有やナレッジ提供などの面からも支援してい
ます。

環境分野での連携・ナレッジ共有

　JBICは、高度な環境技術を活用した太陽光発電やエネルギー
効率の高い発電所の整備、省エネ設備の導入等の高い地球環
境保全効果を有する案件に対して、民間資金の動員を図りつつ、
融資・保証および出資を通じた支援「地球環境保全業務（Global 
action for Reconcil ing Economic growth and 
ENvironmental preservation：GREEN）」を行っています。

GREENは、国際的にも高く評価される日本の先進技術の世界
への普及にも留意しつつ、主として温室効果ガスの大幅な削減
が見込まれる案件等に対する地球環境保全効果に着目した支援
を行っています。
　JBICは、日本企業のノウハウやその技術を広く活用しつつ、
地球環境保全に資するインフラ海外展開等を推進していきます。

保証

融資／出資

適格プロジェクト：

温室効果ガス排出量削減効果が大きいなど、地球環境保全効果が高い事業

地球温暖化防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進

地球環境保全業務（GREEN）について
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商工会議所や地方銀行等と連携してセミナーを開催する
など、広く情報提供を行っています。また、海外でも在外
日本人商工会議所および外国政府等への説明会を開催
しているほか、本調査の成果は外国政府に対する政策提
言などに有効活用されています。　

海外の政府機関・国際機関等との連携
JBICは、2020年1月および2月に、フィリピン上院議
会・下院議会のエネルギー委員会で、ガスセクターワーク
ショップをそれぞれ開催しました。フィリピンでは、将来的
な国産天然ガスの枯渇が懸念されており、液化天然ガス
（LNG）受入ターミナル基地の開発および同ターミナル
からのLNGを活用したガス火力発電所のプロジェクト検
討が進められています。ワークショップは、ガス火力発電
所の経済性やコスト競争力などを確認しつつ、フィリピン
におけるガス火力の必要性、またLNG受入ターミナル基
地実現に向けて必要な環境整備などについて現地政府
関係者に再認識を促し、日本企業による事業参画機会の
拡大につなげることを目的としたものです。自由討議セッ
ションでは、日本におけるガスセクター制度の発展に関す
る質問、将来の安定的な電力供給におけるガス/LNGの
重要性や、エネルギー政策および電源構成における優先
順位を明確にすべきなどの発言があり、活発な議論の場
となりました。

JBICは、海外投資や国際金融等に関する調査・研究を
行っています。さまざまな分野において、海外の政府機関
や国内外の研究機関、有識者等とも交流しつつ、各種情
報の収集・分析やナレッジ提供等に取り組んでいます。

「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査」
JBICは、第31回目となるアンケート調査「わが国製造
業企業の海外事業展開に関する調査」を実施しました。
1989年から実施している本調査は、日本の製造業企業
の海外事業展開の方向性や課題を把握するもので、その
独自性や継続性等の観点から広く注目を集めています。

2019年度は、例年の質問事項である「日本企業の海
外事業の実績評価」、「事業展開見通し」および「有望事
業展開先国・地域」に加え、個別テーマとして「米中摩擦
の影響」と「オープン・イノベーションの海外展開」につき
調査を実施しました。
2019年度は、米中貿易摩擦、中国の景気減速、ブレグ

ジット問題の混迷、緊迫度を増す中東情勢といった不透
明な世界情勢の下での調査となりました。海外生産比率
は全体として36.8％と調査開始以来最も高い水準に達
しました。しかし、海外事業への積極姿勢は必ずしも一様
ではなく、今後の見通しには慎重さがうかがえました。
今後３年程度の有望な事業展開先国については、中国

の得票率が低下し、インドが３年ぶりに首位に返り咲きま
した。また、アジア各国、とりわけベトナム、タイをはじめ、
フィリピン、ミャンマーなど、次なる有望国も見え始めてお
り、中国の後退がアジア各国に再評価の機会をもたらし
ています。
米中摩擦を「減益要因」と回答した企業が約半数と昨
年を上回り、自動車をはじめ、化学や電機・電子など幅広
い業種に影響が広がっていることが確認されました。一
方、サプライチェーンを柔軟に変化させて米中摩擦の影
響をかわしつつ、ファクトリー・オートメーション（FA）化や
自社の情報管理の強化などの対策をとって、米中双方と
の共存の道を模索する日本企業の姿も浮かび上がりま
した。
JBICでは、調査結果を対外発表するとともに、各地の

海外投資セミナー 2020 ～わが国製造業企業の海外事業展開～

フィリピンガスセクターワークショップ
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2019年11月、米国テキサス州サンアントニオ市にお
いて、経団連USAと同市の共催による災害対策セミナー
が開催されました。米国に拠点を有する複数の日本企業
およびサンアントニオ市の電力会社等が出席し、双方の
災害対策技術についてのプレゼンテーションと意見交
換を行いました。JBICからは、JBICの融資メニューや、こ
れまでのテキサス州向けの支援実績等を紹介しました。
テキサス州は、優遇税制や地理的優位性、豊富な人材な
ど投資環境に優れ、日本企業の投資も非常に多い一方、
ハリケーンなどの自然災害への対応が課題となっていま
す。同市からの参加者は、日本企業が有する優れた防災・
復旧技術、ノウハウの説明に熱心に耳を傾けていました。
また、2020年2月には、カリフォルニア州ロサンゼルス市
でも同様の災害対策セミナーが開催されました。
2019年5月、JBICは中国国家開発銀行（中国開銀）と

の共催で、「日中第三国市場金融協力フォーラム」を開催
しました。このフォーラムは、中国開銀との間で締結済の
第三国市場協力にかかる覚書（注）に基づき、日中両国企
業の第三国市場における協働について、意見交換および
ビジネスマッチングを目的として開催されました。フォー
ラムの基調講演で、JBIC総裁の前田は、これまでJBICが
中国開銀や中国輸出入銀行との間で、日中企業が協業
する第三国での案件を支援してきた点を紹介しつつ、第
三国市場協力にかかる覚書に基づき、JBICと中国開銀
が、開放性、透明性、経済性、債務持続可能性、法令順守

といったグローバル
スタンダードに則っ
た金融支援を進め
ることが、両国企業
のみならず対象国
にも裨益をもたらす
点を強調しました。
JBICは、2019

年4月、Long-Term Investors Club（LTIC）、（株）日
本政策投資銀行（DBJ）との共催で、LTIC年次総会およ
びD20 Conference Tokyo 2019を開催しました。
LTICは、持続可能な経済成長のために、長期的な視点
に立った投融資行動が重要であるとの認識の下、加盟
機関におけるベストプラクティスの共有や長期投融資に
かかる研究調査の促進等を目的として、2009年に欧州
の開発金融機関が中心となって設立された団体であり、
日本からはJBICおよびDBJが加盟しています。
LTICは毎年、G20開催国において、加盟機関による年

次総会を招集し、安定
的な経済成長のため
の長期投融資にかか
る最新の課題について
議論し、課題解決に向
けた提言を行っていま
す。同時に、G20各国
の開発金融機関等から構成されるD20 Conferenceを
開催し、長期投融資に関するさまざまな課題の共有や意
見交換等を図っています。このたびのD20 Conference
では、持続可能なインフラ開発や、社会的コストの低減に
かかるファイナンス支援のあり方等に関し、参加者からの
提言や意見交換が行われました。
2020年2月、JBICは、アジア開発銀行（ADB）との間

で持続可能な環境インフラ案件などについて協議を実
施しました。JBICは2015年11月にADBとの間で業務
協力協定を締結しており、アジア大洋州地域における質
の高いインフラ投資の推進を目指して、ADBとインフラ・
再生可能エネルギー分野等における経験・ノウハウの共
有および案件組成について意見交換等を定期的に実施
しています。この協定に基づき、今回の協議においては、
さまざまな個別案件について情報交換を行い、協調融資
の可能性について議論を行いました。
日本政府は、2019年6月にG20大阪サミットにて共
有された、海洋プラスチックごみによる新たな汚染を
2050年までにゼロにすることを目指す「大阪ブルー・
オーシャン・ビジョン」の実現に向け、途上国の廃棄物管
理に関する能力構築やインフラ整備等を支援していく
方針を示しています。また、「自由で開かれたインド太平

洋」構想では、ASEAN、イ
ンド洋・太平洋諸国の連結
性強化が謳われており、地
域全体におけるさまざまな
パートナーとの協力が一層
重要になっています。
今回の協議では、日本の
技術を活かした島嶼国で

の環境改善に資するパイロットプロジェクトの組成など
についてADBと議論を交わし、今後のさらなる協調・協
力について意見交換を実施しました。

JBIC総裁 前田による基調講演の様子

パネルディスカッションの様子

JBIC大矢常務取締役（左）とADB
民間部門業務局バロー局長（右）

（注）2018年10月、JBICは、日中両国企業が参加または関与する第三
国でのプロジェクトに対するJBICと中国開銀の協力の推進を目的とし
て業務協力協定を締結しました。
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日本企業や日系現地法人等の機械・設備や技術等の
輸出・販売を対象とした融資で、外国の輸入者（買主）ま
たは外国の金融機関等向けに供与しています。とりわけ
船舶や発電設備等をはじめとするプラントには、多くの高
度な技術が導入されており、その輸出は日本の産業の高
度化にも貢献しています。また、日本国内の造船業界や
プラント業界は、部品製造に携わる中堅・中小企業等関
連企業の裾野も広く、輸出金融による支援はこうした国
内企業への波及効果も期待されます。なお、特定分野（注）

については先進国向け輸出の場合にも適用可能です。
融資条件については、OECD公的輸出信用アレンジメ

ントに基づき決定します。原則として、融資金額は輸出契

約金額、技術提供契約金額の範囲内で、頭金部分を除い
た金額です。ローカル・コストは、OECD公的輸出信用ア
レンジメントで定める範囲内で融資対象に含めることも
可能です。

日本の造船所が建造するコンテナ船輸出を支援

（注）	 先進国向け支援の対象分野（2020年8月末時点）
	 [インフラ輸出案件] 

鉄道（都市間高速、都市内）、道路、空港・港湾、水事業、	
バイオマス燃料製造、再生可能エネルギー源発電、原子力発電、
水素、変電・送配電、高効率石炭発電、石炭ガス化、二酸化炭
素の回収・貯蔵（CCS）、高効率ガス発電、蓄電、高度情報通信	
ネットワークの整備、動植物由来の化学製品製造、廃棄物焼却・
発電、スマートグリッド

	 [その他輸出案件] 
	 　船舶、人工衛星、航空機、陽子線等を用いる医療機器

外国の輸入者

融資（B/L）※2

融資（B/C）※1

プラント等の輸出

融資

日本の輸出者

民間金融機関 外国の金融機関等

※1：外国の輸入者に対する融資（バイヤーズ・クレジット（B/C））
※2：外国の金融機関等に対する融資（バンクローン（B/L））

融資対象船舶とほぼ同サイズのコンテナ船

　JBICは、台湾法人Wan Hai Lines 
Ltd. （WHL）グループのシンガポール法
人Wan Hai Lines (Singapore) Pte 
Ltdとの間で、船舶輸出バイヤーズ・
クレジットの貸付契約を締結しました。
WHLグループは、コンテナ船の保有・
運航を専門とする台湾の大手コンテナ船
社グループです。本融資は、WHLグルー
プが日本の造船会社であるジャパン 	

マリンユナイテッド（株）により建造され
る3,036TEU型のコンテナ船8隻を購
入する資金に充てられます。
　本融資は、中堅・中小企業を含む関
連産業と共に、地域経済において大き
な役割を果たしている日本の造船所が
建造する船舶の輸出を金融面から支援
し、日本の造船業の国際競争力の維持・
向上に貢献するものです。

輸出金融
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日系企業によるインド向け製鉄関連設備の輸出を支援�

ローカル・バイヤーズ・クレジット（ローカル・バイクレ）
ローカル・バイヤーズ・クレジット（ローカル・バイクレ）
は、日系現地法人等により海外で生産される設備や技術
の輸出・販売に必要な資金を外国の買主に対して直接融
資するものです。

ローカル・バイクレは、日系現地法人等が生産・販売す
る財・サービスを購入する買主（バイヤー）に対する融資
を通じて、日本企業の海外拠点の取引を支援することを
目的としたものです。なお、外国の金融機関等を経由した
融資も可能です。

民間金融機関

外国の金融機関等

外国の買主

日系現地法人等

日本 外国

融資

融資

販売代金支払

融資

A

B

C

A、B、Cの所在国が異なる場合もローカル・バイクレの適用が可能。

　JBICは、インド法人JSW Steel Limited（JSW Steel）との
間で、ローカル・バイヤーズ・クレジットの個別貸付契約を締結し
ました。JSW Steelは、JFEスチール（株）が15%出資参画する
インドの民間大手製鉄会社です。本件は、JSW Steelが実施す
るインド南西部カルナタカ州のヴィジャヤナガル製鉄所の拡張
事業に関し、JSW Steelが三菱重工業（株）他との合弁会社で
ある英国法人Primetals Technologies Ltd.の海外子会社よ

り、粗鋼の加工に用いる線材圧延設備一式を購入するための
資金を融資するものです。
　インドでは、中長期的にインフラ分野を中心に鉄鋼需要の拡
大が見込まれており、日本の高品質な製鉄設備に対して高い
関心が寄せられています。本件は、日本企業の海外法人製の機
械・設備等の輸出・販売拡大を支援するものです。
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日本企業による資源等、重要物資の輸入に対する融
資で、日本の輸入者に対するもの、外国の輸出者に対す
るものがあります。天然資源に乏しい日本にとって、資源
を長期安定的に確保することは経済活動の大切な基盤
の一つであり、輸入金融は石油・天然ガス（LNG）・石炭と
いったエネルギー資源や鉄鉱石・銅・レアメタルといった
鉱物資源等の輸入のために用いられています。
なお、資源以外でも航空機等、国民経済の健全な発展

のために真に必要な製品の輸入については、保証機能を
活用することにより支援しています（P78参照）。

 融資対象輸入品目（資源）
石油、石油ガス、天然ガス、石炭、ウラン、金属鉱物、金
属、燐鉱石、蛍石、バイオマスに由来する燃料、水素、塩、
木材、木材チップ、パルプ等。

融資

資源の輸入

融資

外国の輸出者日本の輸入者

民間金融機関

輸入金融
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日本企業の海外投資事業に対する融資で、日本企業
（投資者）に対するもの、日系現地法人（合弁企業含む）
またはこれに貸付・出資を行う外国の銀行・政府等に対す
るものがあります。
日本の国内企業向け融資については、中堅・中小企業
向けの場合のほか、日本にとって重要な資源の海外にお
ける開発および取得の促進のために行う案件ならびに
M&A等への支援を目的とした案件（これらは大企業向
けを含む）が対象となります（注1）。また、中堅・中小企業を
含む日本企業による海外事業展開支援のためのツー・ス
テップ・ローン（TSL）や、国内企業によるM&A等への支
援を目的としたTSLも可能です。併せて、JBICが長期資
金の融資を行うまでの「つなぎ資金」が必要な場合につ
いては、海外で事業を行うための短期資金の供与も可能

です。また、重要な資源の開発・取得に関する投資事業の
ほか、特定分野（注2）については先進国での投資事業に対
する融資も可能です（注3）。

日本のエネルギー資源の安定確保に貢献	

融資

融資

融資・出資

融資

融資

融資

融資

出資

日系現地法人等
（合弁企業含む）

外国の銀行
外国政府等
日本の銀行

合弁パートナー

日本企業

海外で行う事業

民間金融機関

提供：�PAO NOVATEK（天然ガス液化設備の完
成予想図）

（注1）
（注3）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた日本企業の海外事業を
支援するため、2021年6月30日までの時限措置として、①日本
企業（中堅・中小企業を含む）の先進国事業に対する貸付け・保証、
および②国内企業を通じた海外事業に対する貸付けが可能となり
ました（P83参照）。

（注2）先進国向け投資金融の支援対象分野（2020年8月末時点）
鉄道（都市間高速、都市内）、道路、空港・港湾、水事業、バイ
オマス燃料製造、再生可能エネルギー源発電、原子力発電、水素、
変電・送配電、高効率石炭発電、石炭ガス化、二酸化炭素の回収・
貯蔵（CCS）、高効率ガス発電、スマートグリッド、蓄電、高度情
報通信ネットワーク整備、船舶の製造・運用等、人工衛星の打上げ・
運用等、航空機の整備・販売等、陽子線等を用いる医療事業、
動植物由来の化学製品製造、廃棄物焼却・発電、M&A等支援

　JBICは、オランダ法人Japan Arctic 
LNG B.V.（J-ARC）との間で、貸付契約
を締結しました。本件は、三井物産（株）
が、（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機
構と共に設立したJ-ARCを通じ、ロシア
法人PAO NOVATEKより、ロシア法
人Arctic LNG 2 LLC（アークティック
LNG2）の出資持分10%を取得する資
金の一部を、J-ARCに対して融資するも

のです。アークティックLNG2は、ロシア
のヤマロ・ネネツ自治管区ギダン半島で
LNGプラントを建設・操業する事業実施
主体です。J-ARCは、本件持分取得を通
じて本プロジェクトの権益10％を取得
し、その持分に応じて三井物産がLNGの
引取を行う予定であり、日本にとって重
要な資源であるLNGの安定確保に貢献
するものです。

投資金融
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事業開発等金融とは、開発途上国等による事業および
当該国の輸入に必要な資金、もしくは当該国の国際収支
の均衡、もしくは通貨の安定を図るために必要な資金を
供与するものです（日本企業からの投資や資機材の購入
を条件としません）。

事業開発等金融による資金は、日本との貿易・投資関
係の維持・拡大、日本のエネルギー・鉱物資源の安定的確
保、日本企業の事業活動の促進、高い地球環境保全効果
を有する案件への融資および国際金融秩序の維持等に
つながるプロジェクトへの融資等に用いられます。

ベトナムにおける再生可能エネルギー事業を支援	 「質高インフラ環境成長ファシリティ」案件

設備の輸入
技術の受入れ

融資

外国政府等
外国の銀行
外国の法人

当該国等
海外で行う事業

当該国の輸入者 輸出者

民間金融機関

　JBICは、「質高インフラ環境成長ファシ
リティ（QI-ESG）」の一環として、ベトナム
外商銀行（Joint Stock Commercial 
Bank for Foreign Trade of Vietnam
（Vietcombank）との間で、クレジットラ
インを設定しました。JBICによる融資に
加え、協調融資を行う民間金融機関の融
資部分の一部の保証も行います。
　本クレジットラインは、地球環境保全
業務（GREEN）の一環として、ベトナムに
おける再生可能エネルギー事業に必要

な資金をVietcombankを通じて融資す
るものであり、ベトナム向けで初の
GREEN案件となります。Vietcombank
は、ベトナム政府が約75%を出資する大
手国営商業銀行であり、ベトナムにおい
て幅広く金融サービスを展開する中、再
生可能エネルギー事業への支援を積極
的に拡大しています。環境分野を対象と
する本融資は、同行との協力関係をより
一層強化するものです。

事業開発等金融
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海外において事業を行う日本企業の出資法人や、日本
企業等が中核的役割を担うファンド等に対して出資する

もので、原則として以下の形態で出資しています。

世界各地のベンチャーキャピタルファンドへ� 「海外展開支援出資ファシリティ」案件

投資を行うファンドへの出資

■ ‌�日本企業等が業務提携のために外国企
業等に出資する場合

■ ‌�国際的なファンドに対して日本企業等がコンソーシアムを形成
して参画する場合

出資

出資

出資コンソーシアム

■ ‌�日本企業等がプロジェクトに出資する
場合

■ �日本企業等がファンドに出資する場合（ジェネラルパートナー等
となって運営方針や投資対象の決定の中核的役割を果たす場合）

出資

出資

出資 出資

出資

出資

日本企業等

日本企業等日本企業等 日本企業等

日本企業等 その他投資家

その他投資家

ファンド

ファンド

海外
プロジェクト

外国企業等

中核的役割

業務提携

　JBICは、シンガポール籍のVertex Master Fund (SG) II 
LPに関する出資契約書に調印しました。本ファンドは、米国、中
国、東南アジア、インド、イスラエルなどの世界各地におけるベ
ンチャーキャピタルファンドへの投資を目的として、シンガポー
ルのファンドマネージャーであるVertex Venture Holdings 
Ltd.傘下のシンガポール法人Vertex Master Fund II (GP) 

Pte. Ltd.が設立・運営するファンド・オブ・ファンズです。
　本ファンドは、本ファンドから投資が行われる各ベンチャー
キャピタルファンドの投資先企業と、投資家である日本企業と
の連携を支援するものであり、JBICによる出資は、こうした本
ファンドの取り組みを通じて日本企業の国際競争力の維持およ
び向上に貢献するものです。

出資
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JBICは、出融資に加え、民間金融機関等の融資および
開発途上国政府や現地日系企業等の発行する公社債に
対する保証、通貨スワップ取引への保証、他国輸出信用

機関が行う保証への再保証等、保証機能も活用した支援
を行っています。

航空機の安定的な輸入に貢献

■ 製品輸入保証
航空機等、日本にとって重要な製品の輸
入について、日本の法人が必要な資金を
借り入れた場合に当該債務を保証します。 保証 融資

製品の輸入
外国の輸出者

民間金融機関等

日本の輸入者

■ 現地日系企業が発行する社債への保証
現地日系企業が海外市場において発行

する社債に対し、保証制度を活用して支援
を行います。 直接保証

裏保証
副保証

社債発行

保証日本の法人
（親会社や
民間金融機関等）

投資家

日系現地法人
（発行体）

　JBICは、ANAホールディングス（株）
（ANAHD）に対する民間金融機関融
資の元本および利息等を対象とする保
証契約に調印しました。本件は、ANA
グループが運航する航空機を米国法人
The Boeing Companyから輸入する
ために必要な資金について、ANAHDが
民間金融機関より借り入れることを支援
するものです。
　また、JBICは日本航空（株）（JAL）に対
する民間金融機関融資の元本および利
息等を対象とする保証契約に調印しまし
た。本件は、JALが運航する航空機をフラ

ンス法人Airbus S.A.S.から輸入するた
めに必要な資金について、JALが民間金
融機関より借り入れることを支援するも
のです。
　JBICは、日本の航空産業の国際競争
力の維持・向上に貢献するとともに、国民
生活に不可欠な航空機の輸入を金融面
から支援しています。

保証
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■ スワップ保証（通貨スワップ等）
スワップ取引に対する保証を行うこと
により、日本企業による海外インフラプ
ロジェクト等に対する現地通貨建て融資
等をサポートします。 保証 投資運営

通貨
スワップ
契約

現地
通貨建て
融資

海外スワップ
カウンターパーティ

日本企業

海外インフラ
プロジェクト等民間金融機関

■ 輸出金融における再保証
日本企業が他国の企業とともに設備
等を輸出する場合、JBICが他国の輸出
信用機関が行う保証等に対して再保証
を行うものです。これにより、他国輸出
信用機関との相互保証スキームの構築
が可能となり、こうしたスキームを通じ
て、他国企業と協働する日本企業の輸
出案件を機動的に支援します。

保証

再保証

輸出

融資

日本企業 他国企業

海外輸入者民間金融機関

他国輸出信用機関

■ �協調融資保証／海外シンジケートローン 
保証／公債保証
開発途上国等に融資を行う場合には、外貨
送金・交換リスク、カントリーリスク等が伴い
ます。JBICがこのようなリスクを保証すること
により、日本の民間金融機関の開発途上国に
対する中長期融資を可能とし、開発途上国の
民間資金導入および民間企業による海外ビジ
ネスの拡大に貢献します。

保証

保証

融資

公債等の
発行融資

民間金融機関等

投資家

外国政府等

Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
ス
キ
ー
ム

業
務
の
ご
紹
介

4

1

79株式会社 国際協力銀行  /  年次報告書 2020



国際金融分野における民間金融機関による融資や、日
本企業等の資本市場からの資金調達を促進するなどの
観点から、輸出金融・輸入金融・投資金融および事業開
発等金融の各業務を遂行する場合には、資金の貸付また
は債務の保証に加えて、JBICは、借入人に対する他の金

融機関の貸付債権の譲受けや、借入人が資金調達のた
めに発行する公社債等（注）の取得を通じて与信を行うこ
ともできます。

（注）	 公債、社債もしくはこれに準ずる債券または信託の受益権が対象と
なります。

個別案件の初期段階において当該個別案件に関する
調査を行い、または個別案件に結びつき得る地域やセク
ターに絞った調査を行うことは、潜在的な優良案件を発
掘する方法として有効であり、当該案件に対する日本か
らの資機材・サービスの輸出や日本企業の事業参画の機
会拡大に結びつくことが期待されます。調査は、個別案
件のマスタープラン作成、Pre-F／S、F／S（Feasibility 
Study）およびFEED（Front End Engineering 
Design）や、個別案件に結びつく地域およびセクターに

関する調査等、案件の実現に必要なあらゆる段階を対象
とします。なお、調査完了後、最低年に一度は案件の進捗
状況についてフォローアップの確認を行います。
調査は、以下の順で行います。
1. 調査対象の選定　
2. 調査を行う業務委託先の選定　
3. 調査の実施　
4. 調査報告書の完成
5. フォローアップ

国際収支上の困難を抱えた開発途上国政府の対外取
引に対し、外貨資金繰りを手当するために必要な短期資
金の貸付を行うものです。

JBICは、2013年1月、ミャンマー政府に対し、ブリッジ
ローンを供与し、同国のアジア開発銀行（ADB）および国
際開発協会（IDA）に対する延滞債務解消に貢献しました。

融資 （要件） 国際通貨基金（IMF）、
世界銀行等からの融資

輸入その他の
対外取引

外国政府等
外国の銀行

ブリッジローン

調査

貸付債権の譲受け・公社債等の取得
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証券化の促進（保証）
特別目的会社や信託会社等が貸付債権等を担保とし

て資産担保証券等を発行する場合に、当該資産担保証
券の支払いを保証し、カントリーリスクやストラクチャーリ
スクを軽減することで債券発行を支援します。

証券化の促進（債券取得）
特別目的会社や信託会社等が貸付債権等を担保とし

て発行する債券の一部を取得することを通じ、債券発行
を支援します。債券取得によりオリジネーター（注）の証券
化ニーズを支援するとともに、マーケットの状況に応じて、
取得した債券を市場に還流させることで、債券市場の活
性化を促す効果も期待されます。

（注）	 オリジネーターとは、証券化対象資産の元々の保有者であり、証券
化によって資金調達を行う者を指します。

売掛債権の証券化・流動化支援
日系現地法人が持つ売掛金債権等の金銭債権につい

て、保証を付けることで、銀行による買取り（流動化）を促

進します。特別目的会社や信託会社が、日本企業の現地
子会社等から譲り受けた金銭債権を担保とする債券を発
行した場合における、当該債券に対する保証も可能です。

民間金融機関の投資機会を創出し、海外インフラ・プロジェクトへの民間資金動員を促進

民間金融機関の活動を補完・奨励するため、JBICは証券化や流動化を支援する業務にも取り組んでいます。

※�上記では、特別目的会社を使ったスキームを紹介していますが、信託を使ったスキームや、証券化の裏づけ資産をJBIC
が取得・保証するスキーム等もご利用いただけます。

貸付債権の譲渡

融資
保証

資産担保証券 取得

特別目的会社

オブリガー
海外日系企業等 投資家（内外）

オリジネーター
民間金融機関等

売掛金債権等

債権譲渡代金振込

保証 保証

資産担保証券

金銭払込

現地企業

民間金融機関
特別目的会社
または
信託

投資家

日系現地法人

証券化・流動化

　JBICは、アジア地域においてJBICが組成・保有している電力
インフラ事業向けプロジェクトファイナンス債権の一部につい
て、流動化を実施しました。これは、対象プロジェクトの順調な
進捗を受け、日本の民間金融機関等による当該プロジェクト向
けファイナンスへの参加に対するニーズの高まりを受けて実施
されたものです。

　インフラプロジェクトや資源プロジェクトが大型化していく
中、民間資金の積極活用は、国際的にも大きな課題となってい
ます。本件は、こうした国際潮流にも呼応した取り組みとなりま
した。JBICは今後も、民間金融機関等の投資家層を拡充するこ
とにより、日本企業が実施する海外プロジェクトへの民間資金
動員の促進にも取り組んでいきます。
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環境への関心が高まり、世界的に環境規制強化の動き
が進む中、特に海外事業においては環境社会影響に関す
るリスクマネジメントが不十分なために事業の実施に重
大な影響が出たり、社会的なレピュテーション・リスクを負
う事例も少なくありません。
JBICでは、このような状況の下、業務遂行にあたり「環
境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」（環
境ガイドライン）に基づいて、JBICの投融資等の対象とな
るすべてのプロジェクトにおいて、地域社会や自然環境
に与える影響に配慮して事業が行われていることを確認
しています。
環境ガイドラインは、JBICが実施する環境社会配慮確

認の手続き、判断基準、投融資等の対象となるプロジェ
クトに求められる環境社会配慮の要件を定めたもので、
JBICはプロジェクトの実施主体者による環境社会配慮が
適切でないと判断した場合は、その是正を働きかけ、それ
でも適切に実施されない場合は、投融資等の実行を差し
控えたり、借入人に期限前償還を求めることがあります。
また、原子力プロジェクトに関しては、2017年12月に
制定した「原子力プロジェクトにかかる情報公開配慮確
認のための指針」に基づいて、プロジェクト固有の事項に
ついて、プロジェクト実施者等による情報公開および住
民参加配慮が適切になされていることを確認することと
しています。

カテゴリA 環境への重大で望ましくない影響のある可能性を持つようなプロジェクト
カテゴリB 環境への望ましくない影響が、カテゴリAプロジェクトに比して小さいと考えられるプロジェクト
カテゴリC 環境への望ましくない影響が最小限かあるいは全くないと考えられるプロジェクト
カテゴリFI JBICの投融資等が金融仲介者等に対して行われ、JBICの投融資等承諾後に、金融仲介者等が具体的なサブ

プロジェクトの選定や審査を行い、JBICの投融資等承諾前にサブプロジェクトが特定できない場合で、かつ、
そのようなサブプロジェクトが環境への影響を持つことが想定される場合

環境社会配慮確認は、投融資等決定前に対象プロジェクトを環境への影響の程度に応じてカテゴリ分類する『スク
リーニング』、環境社会配慮の適切性について確認を行う『環境レビュー』を経て、投融資等の決定後実際の影響を確認
する『モニタリング結果の確認』という流れで行われます。

スクリーニングにおいては、プロジェクト実施主体者等から提供される情報に基づき、プロジェクトの環境に及ぼす影
響の大きさ等に応じ、次の4つのカテゴリに分類します。

プロジェクト 
実施主体者

情報公開

融資等検討要請時
スクリーニングフォームの提出

原則ウェブサイトで、プロ
ジェクト概要、カテゴリ分類
結果、ESIAレポート（カテゴ
リA案件は必須）を公開

ウェブサイトで、環境レ
ビュー結果とスクリーニ
ングフォームを公開（カ
テゴリC案件を除く）

プロジェクト実施主体者が
モニタリング報告書を公表
している場合、同報告書を
原則ウェブサイトで公開

カテゴリA

カテゴリB

カテゴリFI

カテゴリC

カテゴリ
分類
の実施

投融資等
決定

モニタリング
結果確認

（必要に応じて	
現地視察）

環境レビューに必要な
情報の提供

カテゴリAの場合、環境アセスメント
報告書（ESIAレポート）提出が必須

環境レビュー
（カテゴリAの場合、原則と
して現地視察を伴う）
環境レビュー＊

環境社会配慮の実施状況を	
報告（モニタリング報告）

国際協力銀行

＊カテゴリFIの場合、金融仲介者等を通じ、プロジェクトにおいて環境ガイドラインに示す適切な環境社会配慮が確保されるよう確認する。

■ 環境社会配慮確認手続き

環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン
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JBICは、「成長投資ファシリティ」を2020年1月30日に
創設・開始しました。
本ファシリティは、「安心と成長の未来を拓く総合経済
対策」（2019年12月5日閣議決定）において創設が発表
され、2018年7月に創設した「質高インフラ環境成長ファ
シリティ（QI-ESG）」を、発展的に改編したもので、日本企
業の海外M&Aやグローバル・バリューチェーンの再編等
の海外展開支援および質の高いインフラ整備支援を幅
広く支援することを目的としています。
なお、2020年4月30日には、新型コロナウイルス感染

症への対応として、日本企業の海外事業を支援するため、
「成長投資ファシリティ」の下に「新型コロナ危機対応緊
急ウインドウ」を創設しました。これは、「新型コロナウイル
ス感染症緊急経済対策」（2020年4月20日閣議決定）に
おいて創設が発表されたものです。
本ファシリティは、支援対象案件等に応じて、「質高イ

ンフラ環境成長ウインドウ」と「海外展開支援ウインドウ」、
「新型コロナ危機対応緊急ウインドウ」の３つのウインド
ウで構成されます。（いずれも2021年6月30日までの時
限措置）

質高ウインドウ 海展ウインドウ 緊急ウインドウ

対象金融種類 輸出/投資/事業開発等/出資 輸入/投資 輸入/投資

地球環境の
保全目的に
資する案件

GREEN案件 緊急ウインドウ以外の案件

「コロナ影響等案件」（注）

その他
国際競争力案件 緊急ウインドウ以外の案件

M&A案件 緊急ウインドウ以外の案件
（地球環境保全）

緊急ウインドウ以外の案件
（地球環境保全以外）

資源案件 緊急ウインドウ以外の案件

その他国際競争力案件 緊急ウインドウ以外の案件

（注）	①コロナによる影響と資金調達に因果関係があるもの（例：コロナに起因する手元流動性不安のため必要な運転資金（1年超）の調達案件、 2020年4月8日以降に機関決定さ
れたM&A案件・権益取得案件）、②コロナの感染防止に資するもの（例：コロナに関する検査キット・治療薬・ワクチン等の開発・製造・販売案件）、③コロナを含む感染症
全般への対応強化に資するもの（例：感染症に関する検査キット・治療薬・ワクチン等の開発・製造・販売案件）。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた日本企業の海外事業支援について
JBICは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた日本企業の海外事業を支援するため、2021年6月30日までの時限措置とし

て、成長投資ファシリティ（新型コロナ危機対応緊急ウインドウ）の下、投資金融に関する以下の業務を実施いたします。

1.	日本企業（中堅・中小企業を含む）の先進国事業に対する貸付け・保証等
日本企業が先進国において行う事業については、従来より株式会社国際協力銀行法施行令第五条に定める分野に限り、貸付

け・保証等を行うことが可能ですが、今回の措置により、先進国事業に対する投資金融の対象分野が拡充されました。

2.	国内企業を通じた海外事業に対する貸付け
M&Aや中堅・中小企業による海外事業等については、従来より日本企業に対し国内貸付けを行うことも可能ですが、今回の

措置により、これら以外の国内貸付けも実施可能となりました。

これらの投資金融は、2020年7月に公布・施行された「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」および財務省
告示に基づき実施するものです。

「成長投資ファシリティ」を創設

■ 成長投資ファシリティ
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2020年1月、「株式会社国際協力銀行法施行令の一
部を改正する政令」が公布・施行されました。これによっ
て、JBICの（1）先進国向け輸出に対する輸出金融および	
（2）先進国事業に対する投資金融につき、対象分野が拡

充されました（（2）については、83ページの「新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けた日本企業の海外事業支援
について」も併せて参照ください）。

（1）輸出金融

インフラ輸出案件
鉄道（都市間高速、都市内）、道路、空港・港湾、水事業、バイオマス燃料製造、再生可能エネルギー源発電、原子力
発電、水素、変電・送配電、高効率石炭発電、石炭ガス化、二酸化炭素の回収・貯蔵（CCS）、高効率ガス発電、蓄電、
高度情報通信ネットワークの整備、動植物由来の化学製品製造、廃棄物焼却・発電、スマートグリッド

その他輸出案件
船舶、人工衛星、航空機、陽子線等を用いる医療機器

2020年3月19日、JBICはイスタンブールに駐在員事
務所を開設しました。
トルコは、8,000万以上の人口を抱える有望な市場で
す。欧州、中東、ロシア、中央アジア、アフリカの結節点で
もあり、各地域へ事業展開をする上での中継点としても
地理的優位性があります。2000年代以降、トルコは欧州
への輸出拠点としての地位を確立し、約6万社の外資系
企業が進出しています。
同事務所の設置を通じ、トルコおよびその周辺国との
関係強化ならびに日本企業のビジネス展開のサポートに
努めます。

（2）投資金融

鉄道（都市間高速、都市内）、道路、空港・港湾、水事業、バイオマス燃料製造、再生可能エネルギー源発電、原子力
発電、水素、変電・送配電、高効率石炭発電、石炭ガス化、二酸化炭素の回収・貯蔵（CCS）、高効率ガス発電、スマー
トグリッド、蓄電、高度情報通信ネットワーク整備、船舶の製造・運用等、人工衛星の打上げ・運用等、航空機の整備・
販売等、陽子線等を用いる医療事業、動植物由来の化学製品製造、廃棄物焼却・発電、M&A等支援

*下線部分が今般拡充された対象分野

先進国向け支援の対象分野拡充について

■ 先進国向け支援の対象分野

イスタンブール駐在員事務所を開設
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2019年8月28～30日、横浜にて第7回アフリカ開発
会議（TICAD7）が開催されました。
アフリカ各国首脳の関心は、援助からビジネスへ変化

しています。TICAD7において新たに設けられた「官民ビ
ジネス対話」では、日本政府より、アントレプレナーシップ
とエンタープライズの『ダブルE』と、インベストメントとイ
ノベーションの『ダブルI』による新たなTICADの下で、
JBIC、JICA、NEXI、JOGMEC等の活用により支援を強
化していくことが表明されました。
JBIC副総裁の林は、「官民ビジネス対話」において「今
回のTICADを機に、(1)インパクト投資の強化、(2)パート

ナーシップの強化、(3)リスクテイクの強化の3本柱で「ア
フリカ貿易投資促進ファシリティ（FAITH3）」を強化して
いくことを強調しました。
JBICは、TICAD7の機会を捉えて合計30件の会談等

を実施しました。アフリカ関係諸国や開発金融機関との
関係強化を一層促進すると同時に、具体的なファイナン
ス供与の可能性につき意見交換を行いました。
JBICは、FAITH3の下、日本企業のアフリカ向け事業
展開に対する支援を一層強化し、アフリカの社会・環境整
備に貢献します。

南部アフリカ開発銀行との業務協力協定締結

西アフリカ開発銀行との業務協力協定締結

JBICは、南部アフリカ開発銀行（Development Bank of 
Southern Africa： DBSA）との間で、日本とアフリカ諸国のビジ
ネス促進を目的とする業務協力協定を締結しました。
本協定は、JBICとDBSAの間で、アフリカ諸国の政治・経済情
勢や潜在的なプロジェクトに関する情報交換等を強化することを
目的としたものです。
DBSAは、南アフリカ政府によって、南部アフリカ地域の社会
経済開発を促進し、人々の生活水準を向上させるための金融支
援や助言等を行うことを目的に設立された南アフリカの政府系
金融機関です。近年では業務対象を全てのアフリカ諸国へと拡
大し、各国政府と強固な関係を構築しています。

JBICは、西アフリカ開発銀行（Banque Ouest Africaine 
de Développement： BOAD）との間で、日本と西アフリカ諸
国のビジネス促進を目的とする業務協力協定を締結しました。
本協定は、JBICとBOADの間で、西アフリカ諸国の政治・経済
情勢や潜在的なプロジェクトに関する情報交換等を強化し、西ア
フリカ地域における日本企業の事業展開を促進することを目的
としています。
BOADは西アフリカ経済通貨同盟（West African Economic 
and Monetary Union）の加盟国（注）によって設立された地域開
発金融機関です。加盟国の持続可能な開発と、西アフリカの経済
統合推進等をミッションとして、加盟国政府とも強い関係を有して
おり、西アフリカ地域のインフラ開発にも深く関わっています。
（注）	コートジボワール、ベナン、セネガル、ニジェール、トーゴ、ブルキナファソ、マリ、ギ

ニアビサウ

第7回アフリカ開発会議に参加
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アジアを中心とする新興国の経済成長に伴い、取引先
の海外進出への対応に加え、新興国市場での独自のビ
ジネス拡大を目指す中堅・中小企業も増加しています。ま
た、このように中堅・中小企業の目指すビジネスが多岐
にわたるようになったことに伴い、中堅・中小企業の資金
ニーズも多様化してきています。
JBICは、中堅・中小企業の海外事業における資金ニー

ズに応えるため、地方銀行や信用金庫といった日本の民
間金融機関や現地の地場金融機関との連携を一層強化
しています。多様化する資金ニーズに対しては、民間金
融機関等との協調融資による個別融資スキームのみなら
ず、民間金融機関等を通じたツー・ステップ・ローン（ファ
イナンスリース支援を含む）による機動的な対応にも取
り組んでいます。また、従来の米ドル・円・ユーロ建てに加
え、現地通貨建て融資にも積極的に取り組んでいます。

中堅・中小企業向け支援の施策
JBICは、これまでの海外融資のノウハウ・経験を活用し

つつ、中堅・中小企業を含む日本企業の海外投資（設備
投資を含む）や製品輸出、さらには特殊な技術や顧客基
盤を有する外国法人のM&Aなどに必要な長期資金を、
民間金融機関等との協調融資で支援しています。

日本の民間金融機関等との連携
海外進出を目指す中堅・中小企業にとって、取引行であ

る民間金融機関等による支援は、重要な役割を担ってい
ます。JBICは、民間金融機関等のうち、中堅・中小企業と
関係の深い地方銀行や信用金庫と積極的に連携し、海外
進出などに関するセミナーを共同で開催するなど、地元
企業の円滑な海外展開を幅広く支援しています。
なお、現在、中堅・中小企業が新興国で事業展開を行

う際の必要資金を対象とした融資枠（クレジットライン）
の設定のための一般協定を、各民間金融機関等との間
で締結（一覧参照）しています。

新興国地場金融機関等との連携
中堅・中小企業にとって、現地の情報に精通した新興
国の地場金融機関からのビジネス・サポートを確保するこ
とも重要です。
JBICは、日系現地法人の支援にとどまらず、日系現地
法人に原材料や部品を供給する地元企業の育成・支援を
目的として地場金融機関へのツー・ステップ・ローンの供
与を図るなど、新興国の地場金融機関との関係を強化し
てきました。
また、JBICは、中堅・中小企業の海外進出を支援する

（注1）原則は開発途上国地域向けを対象。
※中堅・中小企業の定義：資本金10億円未満または従業員300名以下。大企業の連結子会社は対象外。

1	数千万円規模の少額融資による、機動的かつ柔軟な支援
2	米ドル・円・ユーロ建てに加え、現地通貨建て融資による、
為替リスクの軽減

3	M&A向け融資や輸出金融、出資といった多様な金融メ
ニューによる、多様な資金ニーズへの対応

4	民間金融機関等（地方銀行・信用金庫・メガバンク・地場金
融機関）との連携による、全国各地の中堅・中小企業の海外
展開ニーズへの対応・支援

5	世界17カ所の海外駐在員事務所ネットワークを活用した
海外投資環境情報の提供や、現地政府とのトラブル解消サ
ポート

① 個別融資スキーム

親会社（日本）

民間金融機関
JBIC

海外子会社

海外プロジェクト（注1）

出資、増資、親子ローン

直接融資
（ドル／円／ユーロ／
その他現地通貨）

国内融資
（バックファイナンス）

海外 国内

② ツー・ステップ・ローンスキーム （日本の金融機関経由）

民間金融機関

親会社（日本）海外子会社

海外プロジェクト

国内融資
（ドル／ユーロ／その他現地通貨）

海外 国内

■ 中堅・中小企業支援スキーム例

中堅・中小企業の海外展開支援のための施策例

中
堅
・
中
小
企
業
の
海
外
事
業
展
開
に
向
け
た
支
援
体
制

業
務
の
ご
紹
介

4

3

3. 中堅・中小企業の海外事業展開に向けた支援体制

86 株式会社 国際協力銀行  /  年次報告書 2020



体制構築のために、新興国の地場金融機関との間で覚
書を結んでいます。この覚書の下で、新興国の地場金融
機関に日系企業担当窓口（ジャパンデスク）を開設・拡充
するとともに、日本の民間金融機関等を交えた具体的な
協力・連携について協議する枠組みを構築しています。

現地通貨建て融資による支援
JBICは、タイ・バーツ、インドネシア・ルピア、中国・人民
元などの現地通貨建てでの融資も行っています。特に、
進出先国において内需型のビジネスを展開する中堅・中
小企業にとって、現地通貨建てでの安定した資金調達
は、事業戦略上も重要な課題となります。JBICは、長期・
固定金利の現地通貨建て融資を用意し、民間金融機関
等と協調融資する形で取引先である日系現地法人に提
供しています。民間金融機関等が現地通貨建て融資を提
供することが難しい場合には、現地通貨建ての資金ニー
ズの部分をJBICが融資し、民間金融機関等は国内親会
社経由の円建て融資で対応するような協調融資の形態
もあります。
なお、中国では、日本から進出した中堅・中小企業によ

る増設資金等の人民元建て長期資金調達ニーズが継続
的に見込まれていますが、中国国外からの資金調達枠に
は制約（投注差方式等）があります。JBICは、こうした制
約の中においても機動的に対応できるよう、中国国内に

支店を持つ地方銀行との間で、人民元建てツー・ステッ
プ・ローン融資枠の設定のための一般協定を締結してい
ます。

情報提供・セミナー等
JBICでは、中堅・中小企業の海外事業展開に対するコ

ンサルティングを行うとともに、取引先企業に対して、中
国、インド、ASEANの10カ国、北米、中南米、中東等につ
いて専門家による法務・会計・税務にまつわる外資規制、
雇用・労働問題、契約締結関連、会社設立などのアドバイ
ザリー・サービスを行っています。
また、民間金融機関等や地方自治体、商工会議所等と
も連携し、海外進出に関するセミナーや相談会の開催等
を行うとともに、日本企業の主要な進出先各国の投資環
境について、現地調査を踏まえてガイドブックとして取り
まとめ、冊子やウェブサイトを通じて広く提供しています。
2019年度は、ベトナム、インド、インドネシア、タイの投
資環境についてガイドブックをまとめました。
JBICでは、地元企業の海外進出を支援する地方自治
体や商工会議所等との連携により、「移動相談室」を各地
で開催しています。移動相談室については、仙台、太田、
東京、名古屋で定期的に開催しており、海外投資環境や
資金調達方法等に関するご相談に応じています。

（注）2020年3月末時点で利用可能である機関に限る。

■ �中堅・中小企業支援クレジットライン設定金融機関一覧

承諾年月 銀行名 承諾年月 銀行名

2015年10月 SUMITOMO MITSUI TRUST LEASING 
(SINGAPORE) PTE. LTD. 2019年  2月 株式会社東邦銀行

2016年  3月 PT. BUMIPUTERA-BOT FINANCE 2019年  2月 株式会社北國銀行

2017年11月 PT. SMFL Leasing Indonesia 2019年  2月 株式会社千葉銀行

2018年  2月 P.T. Bank Resona Perdania 2019年  2月 株式会社南都銀行

2018年  3月 Sumitomo Mitsui Finance and Leasing 
(Singapore) Pte. Ltd. 2019年  3月 株式会社広島銀行

2018年  9月 PT. RESONA INDONESIA FINANCE 2019年  3月 株式会社愛知銀行

2018年12月 株式会社静岡銀行 2019年  5月 株式会社中国銀行

2018年12月 株式会社横浜銀行 2019年  7月 株式会社北陸銀行

2018年12月 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd. 2019年11月 株式会社横浜銀行

2018年12月 株式会社埼玉りそな銀行 2020年  1月 PT. Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia 

2018年12月 株式会社常陽銀行 2020年  1月 株式会社名古屋銀行

2018年12月 株式会社八十二銀行 2020年  3月 SMFL Leasing (Thailand) Co., Ltd.

2019年  1月 株式会社西日本シティ銀行 2020年  3月 株式会社滋賀銀行
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コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
株式会社国際協力銀行（JBIC）は、株式会社国際協

力銀行法（平成23年法律第39号）に規定されるJBICの 

ミッション遂行や、企業理念の実現のため、業務の適正と
効率を意識したコーポレート・ガバナンス態勢の構築に取
り組んでいます。

国の関与について
JBICは、日本政府が全株式を保有する株式会社であ

り、株主としての国の統制のほか、主務大臣からの監督、
国会による予算等の統制、会計検査院検査、主務大臣に
よる検査、主務大臣の委任に基づく金融庁検査等の国
の統制に服しています。

監督・評価と業務執行について
JBICにおいては、取締役会等による監督・評価の強化

と、業務執行の機動性の向上等の観点から、会社法所定
の取締役会、監査役会等の機関に加え、経営諮問・評価
委員会、リスク・アドバイザリー委員会、内部監査委員会、

経営会議を設置し、さらに経営会議から委任を受ける各
種の会議・委員会を設置しています。

（1） 取締役会
取締役会は8名の取締役で構成し、うち2名を会社

法に規定する社外取締役としています。社外取締役は、
JBICの代表取締役・業務執行取締役とは異なる社外出
身者の視点からJBICの業務執行の監視・監督を行うほ
か、経営諮問・評価委員会およびリスク・アドバイザリー
委員会の委員として、JBICのガバナンス態勢向上に貢献
します。

株主総会

監査役会 取締役会 会計監査人

 経営諮問・評価委員会

リスク・アドバイザリー委員会監査役室

内部監査委員会

監査部

経営会議

業務決定会議

統合リスク管理委員会

情報セキュリティ・
ICT推進委員会

人事委員会

ALM委員会

部門長会議

監督・評価機能

執行機能

［決定機関］ ［審議機関］

社外監査役 社外取締役

(2020年7月末現在）

コンプライアンス・
顧客保護等管理委員会
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（2） 監査役会
監査役会は3名の監査役で構成し、うち2名を会社法

に規定する社外監査役としています。社外監査役は、常
勤監査役とも連携のうえ、社外出身者の視点から取締役
の業務執行を監査し、JBICのガバナンス態勢向上に貢献
します。また、監査役の職務を補助する組織として、監査
役室を設置しています。

（3） 経営諮問・評価委員会
経営諮問・評価委員会は、社外の有識者および社外取

締役で構成し、JBICの業務および運営の状況や、JBICの
経営に関して取締役会が諮問する事項等に関して評価・
助言を行います。

（4） リスク・アドバイザリー委員会
リスク・アドバイザリー委員会は、社外の有識者および

社外取締役で構成し、JBICの大口与信先に係るリスク管
理・審査の体制や、大型案件のリスクに関して取締役会
が諮問する事項等に関して助言を行います。

（5） 内部監査委員会
内部監査委員会は、代表取締役および社外取締役で

構成し、取締役会の委任に基づき、内部監査に関する重
要事項の決定・審議を行います。

（6） 経営会議
経営会議は代表取締役・業務執行取締役および全常

務執行役員で構成し、取締役会の委任に基づき、JBICの
経営上の重要事項の決定・審議を行うことにより、JBIC
の機動的な業務執行を担います。なお、経営会議の諮問
機関または一定の事項を委任する機関として、以下の会
議・委員会を設置しています。

❶ 業務決定会議
経営会議の委任に基づき、JBICの出融資保証等業務

に関する重要事項の決定・審議を行います。 
❷ 統合リスク管理委員会

経営会議の委任に基づき、JBICの統合リスク管理に関
する重要事項の決定・審議を行います。 
❸ コンプライアンス・顧客保護等管理委員会

経営会議の委任に基づき、JBICのコンプライアンスお
よび顧客保護等管理に関する重要事項の決定・審議を行
います。 
❹ 人事委員会

経営会議の委任に基づき、JBICの人事に関する重要
事項の決定・審議を行います。 
❺ ALM委員会

経営会議および統合リスク管理委員会の委任に基づ
き、JBICの資産負債管理（ALM）に関する重要事項の審
議を行います。 
❻ 部門長会議

経営会議の委任に基づき、国・地域別の業務方針等の
部門横断的な事項の審議を行います。
❼ 情報セキュリティ・ ICT推進委員会

経営会議の委任に基づき、JBICの情報資産の利用・
管理および情報セキュリティに関する重要な事項なら
びに取締役会および経営会議で決定した情報通信技術

（ICT）に係る計画・方針等に基づく各種施策その他ICT
関連事項に関する部門横断的な事項の審議を行います。

■ 経営諮問・評価委員会　委員一覧

氏名 職業
浦田 秀次郎 早稲田大学 名誉教授

遠藤 典子 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート 
特任教授

川村 嘉則 株式会社国際協力銀行 取締役（社外取締役）
小泉 愼一 株式会社国際協力銀行 取締役（社外取締役）
鈴木 美勝 ジャーナリスト（専門誌「外交」前編集長）
髙木 勇三 監査法人五大 会長 代表社員 公認会計士
新浪 剛史 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長

� （五十音順、敬称略）

■ リスク・アドバイザリー委員会　委員一覧
氏名 職業

阿部 修平 スパークス・グループ株式会社 代表取締役社長
小川 英治 東京経済大学経済学部 教授
川村 嘉則 株式会社国際協力銀行 取締役（社外取締役）
小泉 愼一 株式会社国際協力銀行 取締役（社外取締役）
冨田 俊基 株式会社野村資本市場研究所 客員研究員
藤原 美喜子 アルファ・アソシエイツ株式会社 代表取締役社長
松田 千恵子 東京都立大学大学院経営学研究科 教授
横尾 敬介 株式会社産業革新投資機構　代表取締役社長 CEO

� （五十音順、敬称略）

(2020年7月末現在） (2020年7月末現在）
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部門長

取締役会構成員　　　　内部監査委員会構成員　　　　経営会議構成員

企画部門長 橋山 重人
（常務執行役員） 企画部門

審査・リスク管理部門長 大矢 俊雄
（常務取締役） 審査・リスク管理部門

財務・システム部門長 田中 一彦
（常務取締役） 財務・システム部門

資源ファイナンス部門長 西谷 毅
（常務執行役員） 資源ファイナンス部門

インフラ・環境ファイナンス部門長 谷本 正行
（常務執行役員） インフラ・環境ファイナンス部門

産業ファイナンス部門長 磯部 貢一
（常務執行役員） 産業ファイナンス部門

エクイティファイナンス部門長 藤野 真司
（常務執行役員） エクイティファイナンス部門

取締役

代表取締役総裁 前田 匡史

代表取締役副総裁 林 信光

代表取締役専務取締役 天川 和彦

常務取締役 大矢 俊雄

常務取締役 田中 一彦

常務取締役 黒石 邦典

取締役（社外取締役） 小泉 愼一

取締役（社外取締役） 川村 嘉則

(2020年10月1日現在）

(2020年10月1日現在）

ナンス部門、産業ファイナンス部門およびエクイティファ
イナンス部門を設置し、各部門の下に専門性を持った部
を設置しています。

各部門については担当取締役を置くとともに、各部門
の長には取締役または常務執行役員が就任し、各部門は
部門長の指揮の下で一体的に運営され、業務の機動性・
効率性の向上を図っています。

部門制について
JBICでは、JBICの業務における各分野・セクターにお

けるノウハウや専門性を集約化することで案件組成能力
を高め、JBICのミッションのより機動的、戦略的な遂行を
図るため、部門制を導入しています。

具体的には、企画部門、審査・リスク管理部門、財務・シ
ステム部門、資源ファイナンス部門、インフラ・環境ファイ
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内部統制基本方針について
JBICは、会社法に則り、子会社を含むJBICグループの

業務の適正を確保するための体制の整備等について、内
部統制基本方針を取締役会決議により定め、当該基本
方針に基づき、内規の制定その他体制の整備を行ってい
ます。

コンプライアンス（法令等遵守）について
JBICは、行動原則の一つに「倫理観と遵法精神。JBIC

の一員としてモラルを持ちつづけます。」を掲げています。
こうした行動原則に基づき、JBICは内部統制基本方針
の下、コンプライアンスに関する内部規程の策定、遵守等
を定めるとともに、法令等の遵守に関する基本方針を以
下のとおり定めています。
▪�役職員等は、国際的業務を行う政策金融機関である

JBICが社会的・国際的に求められる公共的使命およ
び社会的責任を自覚し、かつ、役職員等による法令等
の違反行為の発生が、JBIC全体の信用の失墜を招き、
JBICの業務運営に多大な支障を来すことを十分認識
した上で、常に法令等を遵守し、公正な業務遂行に努
めなければならない。

▪�役職員等は、JBICが業務内容について国民に対する
説明責任を有することを認識し、適切な情報開示を行
うこと等により国民からの信頼確保に努めなければな
らない。

▪�JBICは、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会
的勢力に対しては、組織全体として対応し、毅然とした
態度で臨むとともに、反社会的勢力からの不当な要求
を断固として拒絶することが、JBICに対する公共の信
頼を維持し、JBICの業務の適切性および健全性の確
保のために不可欠であることを認識し、警察等関係機
関とも連携して適切な対応を行う。

法令等遵守態勢
JBICは、上記基本方針に則り、以下のとおり法令等遵

守の徹底に取り組んでいます。
コンプライアンス・顧客保護等管理委員会を中心に、コ

ンプライアンスへの取り組みを推進し、コンプライアンス
の統括部署として法務・コンプライアンス統括室を設置し
ています。

各部門および地域統括の海外駐在員事務所にはコン
プライアンス統括オフィサー、各部室および海外駐在員
事務所にはコンプライアンスオフィサーを置き、職員のコ
ンプライアンスに対する意識の醸成等、各部門等におけ

るコンプライアンスへの取り組みを推進しています。
JBICでは、コンプライアンス・マニュアルを制定し、役職

員に対するコンプライアンス研修等を通じて周知してい
ます。こうしたコンプライアンスにかかる態勢の整備や研
修等を実施するために、年度ごとにコンプライアンス・プ
ログラムを策定し、進捗状況や達成状況のフォローアッ
プを行っています。

また、コンプライアンスに関する重要な事実を早期に
発見し必要な是正措置を講ずることが可能となるよう、
通常の業務ラインによる報告ルートに加え、内部通報制
度を整備し、これを適切に運営しています。

内部監査について
JBICは、業務全般の内部管理態勢について、その適切

性・有効性を評価し、改善への提言等を行うため、適切な
内部監査態勢を構築しています。業務執行を担う経営会
議から独立した意思決定機関として内部監査委員会を
設置し、社外取締役を構成員に加えています。また、業務
執行部門から独立した総裁直属の部署として監査部を
設置しています。

監査部は、内部監査の効率的な実施のため、監査役お
よび会計監査人と必要な情報交換および連携を行いま
す。（資料編P104参照）
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よび審査担当部門による与信先に関する情報の収集・分
析が行われます。また、外国政府等あるいは外国企業に
関する情報収集には海外駐在員事務所も関与していま
す。これらの部門が収集・分析した情報を基に、与信担当
部門と審査担当部門が相互に牽制関係を維持しながら
与信の適否に関する検討を行い、最終的にマネジメント
による与信決定の判断がなされる体制をとっています。

外国政府等または外国企業向け与信に関しては、
JBICは公的金融機関としての性格を最大限に活用して、
相手国政府関係当局とはもちろんのこと、国際通貨基金
(IMF)や世界銀行等の国際機関、先進国の輸出信用機
関等のJBIC類似の公的機関、さらに民間金融機関等と
の意見交換を通じて、与信先となる外国政府・政府機関
や相手国の政治経済に関する情報を幅広く収集し、ソヴ
リンリスクあるいはカントリーリスクを評価しています。

内外企業向け与信に関しては、与信先企業の信用力
や提供される担保・保証の適格性等が評価の対象になり
ますが、特に海外事業に関連する与信の場合には、与信
対象となる取引の確実性、与信対象プロジェクトの実行
可能性等の審査や与信先企業の属する各産業分野につ
いても調査したうえで評価を行っています。

行内信用格付
JBICでは、行内信用格付制度を整備し、原則としてす

べての与信先に対して行内信用格付を付与しています。
行内信用格付は、個別与信の判断に利用するほか、後述
する信用リスク計量化にも活用するなど、信用リスク管
理の基礎をなすものです。

信用リスクは、与信先の財務状況の悪化等により資産
の価値が減少ないし消失し、JBICが損失を被るリスクの
ことで、与信を中心とするJBICの業務において本質的
なものです。JBICの与信の信用リスクを分類すれば、外
国政府等向け与信に伴うソヴリンリスク、企業向け与信
に伴うコーポレートリスク、与信対象プロジェクトが生む
キャッシュ・フローを主たる返済原資とするプロジェクト
ファイナンス等の場合において対象プロジェクトが計画
されたキャッシュ・フローを生まないプロジェクトリスク、さ
らに外国企業および外国に所在するプロジェクト向け与
信に伴うカントリーリスク（与信先である企業やプロジェ
クトの所在国の政治経済情勢に起因する付加的なリス
ク）があります。JBICが行っている日本にとって重要な資
源の海外における開発および取得の促進、日本の産業の
国際競争力の維持および向上、ならびに地球温暖化の
防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事
業の促進等のための金融という性格上、JBICの与信は
外国政府・政府機関や外国企業向けのものも多く、した
がって与信に伴う信用リスクとしてソヴリンリスクあるい
はカントリーリスクの占める割合が比較的大きいことが
特徴になっています。JBICでは、信用リスクに対し、各与
信プロセスにおける個別与信管理と信用リスク計量化等
による与信ポートフォリオ管理を行っています。

個別与信管理
JBICの信用リスク管理の基本は、与信決定にあたって

の与信先信用力等の評価を通じた個別与信管理です。
新規与信にあたっては、与信担当部門（営業推進部門）お

一般に金融機関が業務を行うにあたっては、信用リス
ク、市場リスク（金利リスク、為替リスク等）、流動性リス
ク、オペレーショナルリスク等のさまざまなリスクを伴い
ます。JBICは政策金融機関として政策目的実現のため
の金融を業務としており、業務に伴うリスクの内容や大き
さ、あるいは対処の方法は民間金融機関とは異なります
が、金融機関として適切なリスク管理を行うことの重要
性を認識し、リスクの種類に応じたリスク管理および統合
的リスク管理を行うための組織体制を構築しています。

具体的には、JBICが業務の過程でさらされているさま
ざまなリスクを識別、測定およびモニタリングし、業務の
健全性および適切性の確保ならびに透明性の向上を図
ることをJBICのリスク管理の目的と定め、各種リスクの

管理に関する責任者およびリスク管理を統括する部署
を置くとともに、リスク管理を有効に機能させるための
審議、検討等を行うため、統合リスク管理委員会および
ALM委員会を設置しています。また、社外の有識者等で
構成し、JBICの大口与信先に関するリスク管理・審査の
体制や、大型案件のリスクに関して取締役会が諮問する
事項等に関し助言を行うリスク・アドバイザリー委員会を
設置しています。

なお、JBICでは、一般業務勘定と特別業務勘定に分け
てリスク管理を行っており、政策金融機関としてJBICが
業務運営上抱えるさまざまなリスクのうち代表的なリス
クに対しては、次のようなリスク管理を行っています。
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（2） 取引内容
JBICは、金利スワップ、通貨スワップ、先物外国為替予

約といった金融派生商品取引等を行っており、2020年
3月末時点の取引量は下記の表（金融派生商品等信用リ
スク相当額）のとおりです。

金融派生商品等信用リスク相当額
� 2020年3月31日現在 （単位：億円）

契約金額・
想定元本金額

信用リスク
相当額 時価

金利スワップ 54,916 3,162 2,099
通貨スワップ 39,139 3,582 337
先物外国 
為替予約 633 6 0

ネッティングに
よる信用リスク
削減効果

△2,066

合計 94,688 4,685 2,437

（注）信用リスク相当額は、国際統一基準によって算定されたものです。

（3） 金融派生商品取引等に関連するリスク
金融派生商品取引等には以下のリスクが存在します。

◆ 市場性信用リスク
金融派生商品取引等の相手方の経営悪化や倒産等に

より、契約どおりに取引を履行できなくなったときに損失
を被るリスクです。

市場リスクとは、金利・為替等の変動により保有する資
産・負債の価値が変動し損失を被るリスクおよび資産・負
債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクであ
り、JBICでは市場リスクに対し、以下のような対応をして
います。

為替リスク
外貨貸付業務に伴う為替変動リスクに関しては、原則

として外貨貸付・調達にあたり通貨スワップおよび先物
外国為替予約を利用したフルヘッジ方針をとっています。

金利リスク
将来の資産・負債構造および損益状況の把握に努める

とともに、外貨貸付業務においては、原則として、貸付・調
達共に金利スワップを利用して変動金利での資金管理を
行うことにより金利リスクヘッジを行っています。一方、円
貨貸付業務においては、主として固定金利での資金管理
を行っています。ただし、金利変動リスクの影響が大きい
と考えられる部分では、スワップ等により金利リスクヘッ
ジを行っており、金利リスクは限定的です。

金融派生商品（デリバティブ）取引等
（1） 金融派生商品取引等に対する基本的取り組み方針

JBICが行う金融派生商品取引等は、為替リスク・金利
リスクをヘッジする目的のみに限定しています。

資産自己査定
JBICでは、その資産の特徴を適切に査定結果に反映

させるよう資産自己査定を行っています。資産自己査定
にあたっては、与信担当部門による第一次査定、審査担
当部門による第二次査定および内部監査担当部門によ
る内部監査という態勢をとっています。資産自己査定の
結果については、JBICにおける与信状況の不断の見直し
を行うために内部活用するのみならず、JBICの財務内容
の透明性向上のための資産内容の開示にも積極的に利
用しています。

信用リスク計量化
JBICでは、前述の個別与信管理に加えて、ポートフォ

リオ全体のリスク量把握のため、信用リスクの計量化も
行っています。信用リスクの計量化にあたっては、長期の
貸出や、ソヴリンリスクあるいはカントリーリスクを伴った
与信の占める割合が大きいというJBICのローン･ポート
フォリオの特徴および公的債権者固有のパリクラブ（注）

等国際的支援の枠組み等による債権保全メカニズムを
考慮した独自の信用リスク計量化モデルにより信用リス
ク量を計測し、与信集中度を含む与信ポートフォリオ分析
と共に内部管理に活用しています。

（注）	 パリクラブ：債務返済困難に直面した債務国に対し、二国間公的債
務の返済負担の軽減措置を取り決める非公式な債権国会合のこと。
1956年にアルゼンチンの債務問題について開催されたのを皮切り
に、以後フランス経済財政産業省（パリ）が事務局となり、パリで開
催されることから、パリクラブと呼ばれるようになりました。
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◆ 市場リスク
金融派生商品取引等の金融商品の価値（取引の時価）

が金利・為替等の変動により増減することによって損失
を被るリスクです。

（4） 前記のリスクに対するJBICの対応

◆ 市場性信用リスク
取引相手先ごとの金融派生商品取引等の時価および

信用リスク相当額、取引相手先の信用状態を常時把握・

管理のうえ、取引相手先としての適格性判断に活用して
います。また、金融派生商品取引等の時価および信用リ
スク相当額については、取引相手先との担保契約に基づ
く担保授受も考慮してきめ細かく管理しています。

◆ 市場リスク
JBICは金融派生商品取引等をヘッジ目的のみに限定

しており、金融派生商品取引等の市場リスクは基本的に
ヘッジ対象取引（資金調達取引や貸付取引）の市場リス
クと相殺されています。

流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや
予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難にな
る、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余
儀なくされることにより損失を被るリスク、および市場の
混乱等により市場において取引ができなくなる、あるい
は通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされ

オペレーショナルリスクとは、業務の過程、役職員の活
動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な
事象により損失を被るリスクであり、事務リスク、システム
リスクおよび情報セキュリティリスクのほか、JBICの業務
に付随する直接的、間接的なさまざまなリスクが存在し
ます。JBICではこのようなリスクの把握、分析および管理
を積極的に進めていく方針です。

事務リスク
事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは

事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクです。
JBICでは、事務リスクの軽減のために、事務手続きにお
けるプロセスチェックの徹底、マニュアル等の整備、研修
制度の充実、機械化・システム化の促進等を通じ、事務処
理の正確性確保に努めています。

ることにより損失を被るリスクを意味します。
JBICは財政融資資金借入、政府保証外債、財投機関

債等の多様な資金調達手段を確保することに加え、資金
繰りの管理を十分に行うことによって流動性リスク回避
に万全を期しています。

システムリスク
システムリスクとは、コンピューターシステムのダウン

または誤作動等のシステムの不備等に伴い損失を被るリ
スクおよびコンピューターが不正に使用されることによ
り損失を被るリスクです。JBICにおいては、①システム障
害および顧客情報の漏えい等の未然防止に努めるとと
もに、②緊急的なシステム停止への対応策としてコンティ
ンジェンシープランを策定のうえ訓練を実施するなど、緊
急時対応の実効性向上にも努め、システムリスクの極小
化を図っています。

情報セキュリティリスク
情報セキュリティリスクとは、情報資産に関する機密性

等が脅かされることにより損失を被るリスクです。JBIC
では、情報管理を含む情報セキュリティ規程および体制
の整備や役職員への教育の徹底等により、情報セキュリ
ティに万全を期しています。
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「国際ビジネスの最前線で、日本そして世界の未来を
展きます。」この企業理念を国際ビジネスの現場で、ファ
イナンスという手段を通じて実現していくことがJBICの
役割です。そのためには、ファイナンスに関する“専門性”、
複雑化する国際関係の中で日本と国際経済社会の発展
を見据えていくことができる“公共性”と“国際性”、そのい

OJT(On the Job Training)においては、各国や企
業が交錯する現場における経験を積んだうえで、それぞ
れが目指すべき専門性を磨くことを意識したキャリアパ
スを設定します。また、OFF-JT (Off the Job Training)
においては、海外職務経験、ファイナンスや言語などの知
見、マネジメントスキルなどを幅広く習得できるよう、多
様な研修を設定しています。（P98「人材育成・研修プログ
ラムの概要」参照）

OJTや研修で培った知見や能力を元に、職員の意向
や特性を踏まえたキャリア形成が実現されるよう、一人ひ
とりの職員と会社との間で定期的にキャリアパスについ
ての協議を行うなどのさまざまな仕組みも導入していま
す。このような中、総合職については、若手職員のうちは
2～3年ごとに異動をしてさまざまな経験を積んだ上で、

中堅職員になった段階で、知見・専門性を高度化し自らの
強みとすべき業務分野を職員ごとに認定することにして
います。またその後のキャリアパスとしては、当該分野に
おいて管理職として組織マネジメントの観点から活躍する

「マネジメント人材ラダー」と、業務分野の中でさらに特
定の領域における高度な知見・専門性を発揮して活躍す
る「プロフェッショナル人材ラダー」の二つを設け、本人の
希望や適性を踏まえた多様なキャリアパスの選択ができ
るような形としています。業務職については、比較的長い
期間、同じ部署で業務知識を蓄積することで、業務運営
を支える「高度な事務のプロフェッショナル」になっていく
ためのキャリア形成の仕組みを整えており、職員本人の
キャリア観に応じたキャリアパスを実現できるようにして
います。

ずれをも高い水準で備えた人材に活躍してもらうことが
必要となります。このため第3期中期経営計画において
も、「人的資本の強化」と「働き方改革の推進」を取組目標
として掲げ、優れた人材の獲得・育成やその活躍を後押し
する取り組みを実施しています。

管理職
専門職

マネジメント人材ラダー（管理職） プロフェッショナル人材ラダー（専門職）

中堅

若手 さまざまな部署を経験することで職務遂行能力とキャリアイメージを形成

バックオフィス系 経営企画、経理、法務、環境　等

フロント・
ミドルオフィス系

外国政府向けファイナンス、プロジェクトファイナンス、
コーポレートファイナンス、出資　等

業務分野認定
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ビジネススキル 国際金融 語学 留学・出向等 外部研修

ビジネススキル
研修

金融一般
・融資契約書
・融資プロジェクション
・出資
・自己査定
・国際マクロ経済　等

業務関連
・業務実務
・与信事務
・プロジェクトファイナンス
・ソヴリン格付
・ポリティカルリスク
・環境社会配慮　等

財務分析、
金融法務、

国際経済等研修

・
英
語
研
修

　（
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、交
渉
等
）

・
英
語
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン

外
国
語
研
修
受
講
補
助

研
修
会・講
習
会
受
講
補
助

業
務
研
修
受
講
補
助

国
内
外
出
向（
官
公
庁
、国
際
機
関
等
）

国
内
大
学
院
派
遣

・
海
外
大
学
院
派
遣

・
第
二
外
国
語
留
学

マネジメント
研修

シニアマネジメント
研修

ビジネススキル
研修

海外駐在員事務所
トレーニー派遣

管
理
職・専
門
職

中
堅

若
手

新
入
職
員

▪ ビジネススキル
国際ビジネスの最前線で活躍することに加え、JBICの
将来の経営幹部人材を育成するため、各階層において
必要となるビジネススキルを習得します（新入職員：論
理的思考力等、中堅：巻き込み力等、管理職：リーダー
シップおよび組織マネジメント等）。

▪ 国際金融
業務を遂行するにあたって必要となるさまざまな専門
知識（財務分析、金融法務、国際経済、出融資・審査実
務等）を習得します。

▪ 語学
業務に関連する外国語（英語以外も含みます）の習得を
促進するため、授業料や受講料等の費用の一部を補助
します。

▪ 留学・出向等
職員が志向する専門性に応じて、業務に関連する経済
学、経営学、公共政策、法律等の知識の習得を目的と
した海外・国内の大学院（注1）への派遣をしています。
また、国際機関（注2）、民間銀行の海外拠点等への出向
に加え、外交・経済政策を担う官公庁への出向を行っ
ています。海外での業務経験をキャリアの中でどのよ
うに積んでいくかのイメージを持てるよう、大学・大
学院卒の新入職員には海外駐在員事務所での数カ月の
トレーニー経験をしてもらっています。

（注1）�海外大学院：ハーバード大学、スタンフォード大学、コロン
ビア大学、ロンドン・ビジネス・スクール等

（注2）国際機関：世界銀行、国際金融公社等

▪ 外部研修
業務上必要な専門知識の習得のために、他の機関が行っ
ている研修等を受講した際、その費用を補助します。
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人事制度
介護休業
勤務時間の短縮
時間外勤務の免除
介護休暇
始業・終業時刻の変更（育介フレックス）

人事制度

サポート体制

サポート体制
育児介護ハンドブック
休業職員へのPC貸与
育児・介護関連各種サービスの法人契約
心のケア（ヒューマン・フロンティア社）

出産休暇（産前・産後）

男女共に利用可能男性が利用可能女性が利用可能

 妊産婦休暇
（保健指導または健康診査）

育児休暇

育児休業 （場合により延長可）

000000
000000
000000
000000

000000
000000
000000
000000

勤務時間の短縮
000000
000000
000000

時間外勤務の免除

出産休暇
（配偶者出産時）

000000
000000
看護休暇
000000始業・終業時刻の変更措置（育介フレックス）

復職前面談産休前面談

妊産婦休暇
妊産婦等の時間
外勤務の免除

復職後面談

保育園枠の確保
保育費用金銭補助

妊娠が確定した日 6週間前 2週間前 1年出産 1年2カ月1カ月後 1年6カ月8週間後 満2歳に達する日 小学校3年生

職員の持つ多様な価値観に応じた働き方の実現に向
けて「働き方改革基本計画」を推進するとともに、職員が
安全・安心に自分の能力を最大限発揮し活躍できるため
の取り組みを行っています。例えば、育児・介護を抱える
職員向けには、休暇等の人事制度や各種サポート体制を
設けており、仕事との両立を支援しています。このような
取り組みを通じ、JBICは、子育てサポート企業として「くる
みん」、仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に
取り組んでいる企業として「トモニン」という公的な認証

を取得しています。
また新型コロナウイルス感染症への対応として、国内

においてはテレワークや時差出勤を最大限活用するとと
もに、海外においては各国の状況を把握してそこに駐在・
留学等している職員の安全確保を図ることを徹底するこ
となどにより、JBICに求められる責務を果たしつつ、職員
の感染予防に努めています。

今後も両立支援の拡充含め、職員の活躍を支えるため
の取り組みを一層進めていきます。

育児支援休暇

妊娠 出産 育児

▪育児

▪介護 ▪育児・介護共通
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国際交流
JBICでは、海外の取引先や関係先との相互理解を促

進するとともに、JBICの役割や機能等に対する理解を深
めてもらうべく、1976年以来、毎年「JBICセミナー」を日
本で開催しています（2020年は開催中止）。本セミナー
では、毎年、世界各国の政府・政府機関、民間企業や金融
機関等の中堅幹部職員を招へいしており、これまでのセ
ミナー参加者は累計で730名を超えています。

ディスクロージャー
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律」に基づく文書の開示請求および「独立行政法人等の
保有する個人情報の保護に関する法律」に基づく保有個
人情報の開示請求については、JBIC本店の「情報公開・
個人情報保護窓口」（資料編P108参照）で取り扱ってい
ます。

JBICでは、国内外の多くの方にJBICの活動をご理解
いただくため、刊行物やウェブサイト等も活用しながら、
情報発信および情報提供を行っています。

JBIC広報センター（本店）と大阪支店では、JBICの各
種パンフレット、年次報告書や広報誌等を一般の方々に
ご提供しています。また、JBICのウェブサイト（https://
www.jbic.go.jp/）等を通じ、さまざまな情報を国内外
に発信しています。

各種刊行物
JBICの毎年の活動状況や財務状況については、年次

報告書、事業報告書や有価証券報告書、米国証券取引
委員会（SEC）向け開示資料（Form10-K等）といった各
種開示資料に掲載しています。

また、広報誌『JBIC Today』
を発行し、JBICの最近の取り組
みや業務上のトピックス等をご
紹介しているほか、JBICの業務
内容を説明するパンフレットとし
て、『JBIC Profile-国際協力銀
行の役割と機能』等もご用意し
ています。

ウェブサイト
JBICのウェブサイト（https://www.jbic.go.jp/）で

は、出融資保証等制度のご説明、プレスリリース、各種お
知らせ、セミナーのご案内、海外投資環境情報、各種調
査レポート、環境への取り組み、年次報告書や各種パンフ
レット、投資家向けIR情報等も掲載しています。

メディア向け情報提供
各種刊行物やウェブサイト等を通じた情報発信に加

え、報道メディア向けには、記者会見や勉強会等を通じ、
JBICの活動状況等についてご紹介しています。

海外からの情報発信
JBICでは、海外からの情報発信として、駐在員事務所

による外部媒体へのレポート等の寄稿も積極的に行い、
現地の政治経済事情や企業動向等、駐在員によるタイム
リーな現地ならではの話題を発信しています。

「JBIC Today」

JBICセミナー

情報提供資料（主なもの）
資料の種類 公表場所・方法

事業報告書

● �JBICの本店、大阪支店に常備
● 国会図書館、経済団体等に配布

計算書類
財産目録
決算報告書
　　監査役の意見
監査報告
年次報告書 

（和文・英文版）、
広報誌等

● �JBIC本店、大阪支店、各駐在
員事務所に常備、ご希望の方等
に配布

ウェブサイト
● �業務内容、業務実績、

組織概要、財務内容
などを掲載

● �インターネット上に開設
　 �（URL） 

ウェブサイト　 
https://www.jbic.go.jp/
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JBIC本店、大阪支店へのアクセス
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JBIC本店

大阪支店

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号
ハービスENTオフィスタワー23階
TEL:	06-6345-4100
FAX:	06-6345-4102
JR大阪駅桜橋口より徒歩2分、JR東西線北新地駅西改札より徒歩4分
阪神大阪梅田駅西改札、Osaka Metro四つ橋線西梅田駅北改札
より徒歩すぐ
Osaka Metro御堂筋線梅田駅南改札より徒歩5分
Osaka Metro谷町線東梅田駅北改札より徒歩6分
阪急大阪梅田駅中央改札口より徒歩12分

〒100-8144 東京都千代田区大手町1丁目4番1号
TEL:	03-5218-3100
FAX:	03-5218-3955
東京メトロ東西線竹橋駅 3b出口
東京メトロ大手町駅より徒歩５分

（法務・コンプライアンス統括室、IT統括・与信事務部：
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館 14階
東京メトロ大手町駅 C2b出口）
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●この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づく
　基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。

環境に配慮した植物油インキを
使用しています。
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